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第５章　あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進
第１節　学校等での取り組み

１　就学前における人権教育の推進

こども施設運営課
公立認定こども園におけ
る在宅児童への子育て支
援

在宅子育て家庭への支援事業として、公立認定こ
ども園にて園庭開放や子育て支援事業を行う。

子育て世代のニーズに合った取り組みを工夫し、
絵本の読み聞かせや、土曜日の園庭開放などを
行った。

取組内容や日時などの分かりやすいＰＲを必要と
する。また、子育てに関する相談だけでなく保護者
間の友だちづくりの場としても必要とされている。

地域交流、園庭開放事
業等の参加者数

1,400 人 2,165 2,926

保育・こども園課

認定こども園及び保
育所（園）における在
宅児童への子育て支
援

在宅子育て家庭への支援事業として、認定こども
園及び保育所（園）にて園庭開放や子育て支援事
業を行う。

感染予防対策の観点から、園庭開放やイベント等
の内容を精査し実施した。保護者ニーズに対応し
た内容を工夫している。

安全に子どもを遊ばせる場の提供とともに、保護
者同士がつながる場としての必要感がある。

実施認定こども園及び保
育所（園）数

43 箇所 54 56

人権教育課 人権教育研修講座

認定こども園等における人権尊重の教育をより一
層前進させるため、人権教育推進上の課題や実
践事例等についての研修を行い、教職員の人権
意識の高揚と資質の向上を図るとともに、八尾市
で培われてきた人権教育の実践を若い世代にも
継承していく。

年間６回の人権教育研修講座を実施した。講座内
容がさまざまなテーマに沿ったものであり、教職員
の人権意識の高揚や指導力向上につながるもの
となった。
①５月25日＜ジェンダー平等・性教育＞「人権教
育としての性教育」
②６月15日＜平和教育＞「積極的平和教育につ
いて」
③７月26日＜虐待・ヤングケアラ－＞「児童養護
施設という私のおうち」
④10月17日＜同和問題＞「誰もが『自分』を生きて
いく力を ～人権が尊重される多様性社会をめざし
て～」
⑤12月１日＜同和問題＞「研究協力員人権教育
部会作成教材を活用した公開授業」
⑥１月30日＜自殺対策＞「学校における自殺予防
教育について」

認定こども園等で課題となっている人権課題を中
心として、認定こども園等のニーズやさまざまな人
権課題に対応する講座を企画・運営していく必要
がある。また、部落問題学習をはじめとした様々な
人権課題の研修を通して、教職経験の少ない教
職員への研修機会の充実を図ることで権教育実
践を継承するとともに、保護者や地域等への啓発
も推進していく。

認定こども園からの人権
教育研修講座参加人数
（年間参加者のべ人数）

10 人 3 15

教育センター
幼児教育研究・研修
事業

幼児教育に関する研究及び保育者等を対象にし
た研修、並びに保育サポート児の在籍する就学前
施設への巡回指導を通じて、保育者の資質を向
上することにより、就学前教育・保育において子ど
もたちに生きる力の基礎となる資質・能力を育成
し、小学校教育への円滑な接続を図る。

幼児教育研究では、安中ひかりこども園（令和４・
５年度）と南山本せせらぎこども園（令和５・６年
度）を研究指定園として、研究を推進している。研
究を通して、『思いやりのある見取りや保育者の言
葉かけ・かかわり』によって、子どもの姿が輝き、
成長を支える大きな要因であることが分かった。ま
た、『子どもの内面の見取り』を職員間で共有し、
チームで保育実践を行うことで、保育の質の向上
にもつながった。その成果を市内の就学前施設
や、小学校等へ発信した。
幼児教育研修では、教職員の経験年数に応じた
研修や今日的な教育・保育課題に焦点を当てた
研修などを実施し、保育者の資質向上を図った。
また、幼児教育と小学校教育の円滑な接続に向
けて、幼保こ小合同研修会を全４回実施した。

園内研究会の充実を図り、今まで積み上げてきた
各園の特色ある取り組みを、さらに発展できるよう
な指導助言に努める。幼児教育研修では、就学前
施設の課題をキャッチし内容を企画する。また、幼
児教育と小学校教育の滑らかな接続に向けた教
育課程の編成に視点を置いた指導助言や取り組
みを進めるとともに、幼保こ小合同研修会の内容
も精査する必要がある。

幼児教育の取り組みに
対する評価を肯定的に
回答した保護者の割合

95 ％ 97 98

こども施設運営課
小学校への散歩や見学を行い、小学校へ親しみ
を持つための取組みを行った。

子ども同士が直接関われるよう、内容を工夫しな
がら交流を深められるようにする。

保育・こども園課
園児が施設の場所を知ったり、保育の中で小学校
入学への期待をもてるよう働きかけた。

対面での交流にこだわらず、小学校を身近に感じ
られるような交流のあり方を検討する。

人権教育課
就学前の子どもと小
学生の交流

就学前の子どもたちが小学校の児童との交流や
授業見学を通じて交流を図る。

小学校一斉見学を実施し、小学校と就学前の子ど
もたちの交流を図った。

小学校の児童との交流を通して、就学前の子ども
たちが小学校生活に希望を持ち、安心して入学で
きる雰囲気づくりや取組みを行う必要がある。

実施校数 28 校 28 28

教育センター
【再掲】幼児教育研
究・研修事業

幼児教育に関する研究及び保育者等を対象にし
た研修、並びに保育サポート児の在籍する就学前
施設への巡回指導を通じて、保育者の資質を向
上することにより、就学前教育・保育において子ど
もたちに生きる力の基礎となる資質・能力を育成
し、小学校教育への円滑な接続を図る。

幼児教育研究では、安中ひかりこども園（令和４・
５年度）と南山本せせらぎこども園（令和５・６年
度）を研究指定園として、研究を推進している。研
究を通して、『思いやりのある見取りや保育者の言
葉かけ・かかわり』によって、子どもの姿が輝き、
成長を支える大きな要因であることが分かった。ま
た、『子どもの内面の見取り』を職員間で共有し、
チームで保育実践を行うことで、保育の質の向上
にもつながった。その成果を市内の就学前施設
や、小学校等へ発信した。
幼児教育研修では、教職員の経験年数に応じた
研修や今日的な教育・保育課題に焦点を当てた
研修などを実施し、保育者の資質向上を図った。
また、幼児教育と小学校教育の円滑な接続に向
けて、幼保こ小合同研修会を全４回実施した。

園内研究会の充実を図り、今まで積み上げてきた
各園の特色ある取り組みを、さらに発展できるよう
な指導助言に努める。幼児教育研修では、就学前
施設の課題をキャッチし内容を企画する。また、幼
児教育と小学校教育の滑らかな接続に向けた教
育課程の編成に視点を置いた指導助言や取り組
みを進めるとともに、幼保こ小合同研修会の内容
も精査する必要がある。

幼児教育の取り組みに
対する評価を肯定的に
回答した保護者の割合

95 ％ 97 98
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第２次八尾市人権教育・啓発プラン（改定版） 事業一覧

取り組み内容

1 認定こども園等
における人権
教育推進の支
援

認定こども園等で
は、自分を大切にす
る感情とともに、友だ
ちを大切にする心や
生命の尊さに対する
感性を育てることに
努めます。

2 認定こども園等
と小学校との連
携の推進

認定こども園等にお
いて、すべての就学
前の子どもたちと小
学校の児童が交流
できるよう取り組みを
支援していきます。

公立認定こども園の
園児と小学校の児童
との交流

公立認定こども園の園児と小学校の児童との関
わりや小学校への遊び散歩等を通じて交流を行
う。

園実施園数 5 5

1



２　学校における人権教育の推進
3 人権学習指導

の充実
各学校で作成してい
る人権学習指導計
画の一層の充実を
図り、小中一貫教育
の理念を活かした中
学校区の組織的、計
画的な人権教育に
取り組みます。

人権教育課
人権教育実践交流
会

各学校における人権教育の推進計画や人権学習
の実施計画および、その実施状況について各学
校の人権教育担当者から報告を受け、交流を図
ることにより、市内学校における人権教育の推進
状況を把握するとともに、優れた実践の普及・拡
大を図る。

各学校における人権教育の推進計画や人権学習
の実施計画およびその実施状況、成果と課題を
把握した。特に部落問題学習に関して、実践交流
等を通して各学校の取組みの共有を図ることによ
り、一層の人権教育の充実を図った。

部落問題学習をはじめとした様々な人権課題につ
いて各学校での系統的な取り組みが、引き続き必
要である。また、インターネットやSNSを使った人
権侵害事象やいじめ問題、子どもの貧困、虐待や
ヤングケアラー等、子どもを取り巻く課題は山積し
ており、各学校での取組みが重要となっていること
から、今後も本交流会を通して共有した実践につ
いて、人権課題の解決を図るため各学校における
取組みに活用していくことが必要である。

人権教育実践交流会の
実施回数

2 回 2 2

4 気づきを通じて
自尊感情を高
める参加体験
型の学習手法
の導入

自他の持つかけが
えのない生命につい
ての学習や互いを尊
重する対人関係スキ
ル等の学習を積極
的に取り入れるとと
もに、参加体験型の
学習手法の導入な
ど、気づきを通じて
自尊感情を高めると
ともに他者への共感
する心を育む教育の
推進に努めます。

人権教育課
命を育む教育推進事
業

各学校において「命を育む教育（自他の命、様々
な生命を大切にし、自他の命を守ることのできる
児童・生徒の育成をめざす教育）」を充実させ、そ
の支援を行う。

すべての八尾市立学校において、「助産師による
命の授業」、「パラリンピックキャラバン」、「性の多
様性」「障がい理解」に関する講話やいじめに関す
る取組み等、特色ある取組みが各学校で行われ
た。活動を通して、子どもたちが「命の尊さ」や「自
分の生き方」について考えることができる有意義な
取組みが実践された。

いじめ、虐待等子どもたちの命を脅かすような事
象が日々起こっており、子どもたちを取り巻く社会
状況は依然として厳しい状況にあることから、今後
も今日的な課題を乗り越えられるような取組みが
必要である。

命を育む教育推進事業
実施校数

43 校 43 43

人権教育課
人権学習プログラム
の作成・紹介

人権教育部会でのプログラム作成や公開授業を
通して教職員の知識習得やスキルアップを図る。
また、各学校へプログラムを紹介し、実践につな
げる。

人権教育部会で同和問題に関する学習プログラ
ムを作成し、中学校で公開授業を行った。公開授
業を通して、教材を周知するとともに、同和問題に
関する実践や研究に関する交流を深めた。また、
専門家からも指導助言を得て、教職員の知識習
得やスキルアップを図った。

引き続き、同和問題をはじめとした学習プログラム
の作成や整備を推進するとともに、小中９年間を
見通した人権教育の充実を図るため、授業公開を
通して教材や実践について共有するとともに、八
尾市全体としての人権学習への指導力の高揚が
求められる。

公開研究授業の参加人
数

43 人 65 43

八尾市在日外国人
教育研究会

在日外国人教育実
践教育の推進

人権教育の推進を図るため、八尾市人権教育研
究連合協議会の構成団体である八尾市在日外国
人教育研究会（全教職員で構成）にて、教育講座
や研究部会、民族文化フェスティバル（「ウリカラゲ
モイム」）、多文化キッズサマースクール（「オリニ
マダン」）等を開催し、実践交流や研究協議を行
う。また、機関紙や実践資料集の作成を通して、
研究成果の普及・拡大を図る。

多文化キッズサマースクール「オリニマダン」小学
生の部は198人、中学生の部は33人の参加があ
り、教職員等のスタッフは延べ208人が企画・運営
に関わった。ウリカラゲモイムでは、多文化の理解
を含め、回を重ねるごとに、活動が活発になって
いる。機関紙の発行は、年７回を数え、取組みの
成果の普及・拡大を図った。

外国にルーツのある子どもたちが、アイデンティ
ティを高め、ありのままに生きることができ、周りの
仲間がちがいを豊かさにとらえることができるよう
な取り組みを続けることが重要である。
また、これまで受け入れ経験のほとんどない学校
への外国からの直接編入の増加および外国に
ルーツのある子どもたちの散在化が進んでおり、
今後も多文化共生や国際理解教育、日本語指導
のいっそうの充実を図るための取組みが求められ
る。

在日外国人教育実践の
成果としての民族文化
フェスティバル（「ウリカラ
ゲモイム」）参加者数

1,650 人 1,590 1,686

八尾市人権教育
研究会

人権教育実践研究
の推進

人権教育の推進を図るため、八尾市人権教育研
究連合協議会の構成団体である八尾市人権教育
研究会（全教職員で構成）にて、研究集会や研究
会、専門委員会等を開催し、実践交流や研究協議
を行う。また、機関紙や研究紀要の作成を通して、
研究成果の普及・拡大を図る。

総会や夏季研、市教研、総括集会などの機会を通
して各学校における、子どもに寄り添った実践の
発信・交流をすることができた。また、市教研では
認定こども園からの報告もあり、就学前教育との
連携も図った。さらに、機関紙「八尾人研」を通し
て、研究成果の普及・拡大を図ることができた。

SNSを使ったいじめなど、子どもたちを取り巻く人
権課題は、多様化している。子どもたちが安心して
過ごせる社会づくりのために、新たな人権教育実
践を生み出すことは喫緊の課題である。また、教
職員の世代交代が進む中、これまで培ってきた人
権教育の理念や指導法を若い世代に継承していく
ことが課題である。

総会・夏季研究集会・総
括集会の合計参加人数

1,200 人 422 946

6 男女平等、男
女共同参画を
浸透させる教
育・学習の推進

性別による固定的な
役割分担意識等をな
くし、性的マイノリティ
など多様な性への理
解を深め、一人ひと
りが個性と能力を十
分に発揮できる男女
共同参画の取り組み
に努めます。

人権教育課
男女共生教育の推
進

男女共生に関わる研修会を実施し、教職員が正し
い知識をもつことで学校の男女共生教育を推進し
ていく。また、男女それぞれが個性と能力を十分
発揮することができる男女共同参画社会の実現を
めざした指導に努める。

ジェンダー平等教育に関わる研修会を実施し、教
職員が正しい知識を持つことで、学校のジェン
ダー平等教育を推進した。また、それぞれが個性
と能力を十分発揮することができる男女共同参画
社会の実現をめざした指導に努めた。

今後も多様な性への理解を深め、一人ひとりが個
性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会
についての研修を継続的に実施する必要がある。

研修アンケートで研修し
た内容を校内外で広める
ことに対する肯定的回答
の割合

100 ％ 96 97.5

こども若者政策課
次世代育成支援行
動計画推進事業

第２期次世代育成支援行動計画（八尾市こどもい
きいき未来計画）に基づき、重点課題として「子ど
もの権利の尊重と子どもの主体性の向上」を掲
げ、次世代育成支援を全庁的な取り組みとして推
進する。

八尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）に係る
事業の進捗管理を行うとともに、次期計画策定に
向けたアンケート調査内容について検討し、アン
ケート調査を実施した。また、子ども・子育て支援
施策についてさまざまな立場からの意見を聴取す
るために、子ども・子育て会議を開催した。

こども基本法に規定されている、「こども等の意見
反映」について、会議での意見等も参考に次期計
画策定に反映しいく必要がある。

子ども・子育て会議の開
催回数

3 回 2 4

人権教育課
「子どもの権利条約」
リーフレットの配布

「子どもの権利条約」リーフレットを配付すること
で、子どもの人権について保護者に啓発するとと
もに、人権学習教材としての活用を図る。

小学校および義務教育学校の入学説明会におい
て、「子どもの権利条約」リーフレットをすべての新
入生家庭に配付し、保護者への啓発とともに、各
学校への人権学習教材としての活用を促した。

入学説明会におけるリーフレットの配付を通して保
護者への啓発をしているが、子どもを取り巻く状況
は依然として厳しく、これまで積み重ねてきた人権
教育をさらに広めていかなければならない。

「子どもの権利条約」リー
フレットの配付回数

1 回 1 1

八尾市人権教育研
究会や八尾市在日
外国人教育研究会、
人権課題の当事者
団体やＮＰＯ等と連
携しながら、実践の
交流と研究に努め、
人権教育の優れた
実践例の収集や、情
報の積極的な提供を
行い、子どもの意識
や実態、発達段階に
応じた指導方法の工
夫や教材の開発等
に努めます。

7 子どもの人権
にかかる条約
等の学習の推
進

普遍的な視点から人
権を理解するため
に、「世界人権宣言」
や「子どもの権利条
約」などの人権に関
する国際的な宣言や
条約の理念について
学ぶことができるよう
努めます。

5 人権学習に関
する指導方法
や教材開発の
推進
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学校教育推進課
スクールカウンセ
ラー配置事業

学校における教育相談体制の充実を図ることを目
的として配置されているスクールカウンセラーを活
用し、児童生徒の問題行動等の解決に取り組む。

全中学校に配置されているスクールカウンセラー
を活用し、中学校区での教育相談体制を整えると
ともに、小学校拠点校にもスクールカウンセラーを
配置し、課題の早期発見や教職員への指導助言
体制を充実させた。

スクールカウンセラーの勤務時間のうち、カウンセ
リング業務が占める割合が高く、教職員へのコン
サルテーションや会議への参加等に充てる時間が
とりづらい。発達支持的生徒指導に向けた活用も
進めていく必要がある。

スクールカウンセラーを
配置している中学校の割
合（配置中学校数／全中
学校数）

100 ％ 100 100

人権教育課
いじめ・不登校対策
研究委員会

いじめならびに不登校の児童・生徒への指導・援
助についての研究を行い、いじめ・不登校の防止
に取り組む。

いじめや不登校の未然防止に向け、いじめ・不登
校対策研究委員会を実施した。いじめに関して
は、指導主事によるいじめの実態に関する講義、
外部講師による講演やグループ交流を通して、未
然防止の取組みに関して見識を深めた。

いじめに関しては、今後もいじめおよび不登校に
関する研究を深め、法の趣旨に則った対応が求
められる。いじめが原因で不登校に至ることがな
いよう、今後もいじめの未然防止に努める必要が
ある。

いじめ・不登校対策研究
委員会の実施回数

3 回 3 3

教育センター 教育相談事業

児童及び生徒が家庭や学校で生活する中での心
身の健康や教育上の諸問題について、来所また
は電話による相談を実施するとともに、子育てに
関する支援も行う。

・ 一般教育相談
・ 特別な支援が必要な子どもの教育相談、巡回相
談
・ 青少年相談（進路相談含む）

学校における様々な課題を解決するため ＳＳＷ
を有効に活用し、丁寧な対応を続けていくととも
に、複雑化したケースにも対応してい くために相
談の資質の向上に努めることが重要 である。ま
た、 ＳＳＷ だけでなくスクールカウンセラーや多く
の 関係 機関などの社会資源と連携し、支援ネット
ワーク構築を視野に入れて進めていかなければな
らない。

相談者の課題改善率 96 ％ 81 79

こども若者政策課
子ども向けウェブサ
イト情報発信事業

子どもの育ちや学びに着目した子ども向けウェブ
サイトを活用し、いじめや虐待をはじめ子どもの悩
みに対応する相談機関の情報やさまざまな危険
から身を守る方法、八尾市に愛着がもてるような
情報等を発信する。

子どもたち自身が八尾のまちのことを知り、参加で
きるイベントや困ったときに相談できる施設等の情
報を探しやすいようにするため、子ども向けのウェ
ブサイトをつくり情報を発信した。
子どもが利用できる施設や講座・イベント等の情
報、市の地理・統計・産業・環境問題の取り組み、
相談できる機関の紹介の他、子どもが夢と意欲を
もって取り組んでいきたいと思える情報を掲載し
た。

年間アクセス数は目標値を達成でき、子どもたち
にわかりやすい表現でイベントや相談機関の情報
を随時掲載する等、最新の情報を掲載するように
努めた。今後は情報発信だけではなく、子どもか
らの意見を取り入れたウェブサイトづくりについて
検討していく必要がある。

年間アクセス数 56,000 件 142,658 101,269

人権教育課
【再掲】命を育む教育
推進事業

各学校において「命を育む教育（自他の命、様々
な生命を大切にし、自他の命を守ることのできる
児童・生徒の育成をめざす教育）」を充実させ、そ
の支援を行う。

すべての八尾市立学校において、「助産師による
命の授業」、「パラリンピックキャラバン」、「性の多
様性」「障がい理解」に関する講話やいじめに関す
る取組み等、特色ある取組みが各学校で行われ
た。活動を通して、子どもたちが「命の尊さ」や「自
分の生き方」について考えることができる有意義な
取組みが実践された。

いじめ、虐待等子どもたちの命を脅かすような事
象が日々起こっており、子どもたちを取り巻く社会
状況は依然として厳しい状況にあることから、今後
も今日的な課題を乗り越えられるような取組みが
必要である。

命を育む教育推進事業
実施校数

43 校 43 43

学校教育推進課
小中学校・義務教育
学校の指導

八尾市立小学校･中学校・義務教育学校の教育の
充実をめざし、教育課程にかかる指導助言全般を
行うことを通じて、優れた実践例の収集や、情報
の積極的な提供を行うことにより、子どもの意識や
実態、発達段階に応じた指導方法の工夫を行い、
情報リテラシー教育の推進を図る。

生徒指導担当者研修や学校訪問等の機会を活用
し、指導助言を行った。また、警察等の外部機関と
も連携し、児童生徒の発達段階に応じた出前授業
を企画するなど、より有効な指導を行った。

携帯電話等の電子媒体をめぐる状況は日ごとに
変化しており、教職員が最新の情報を把握できて
いないケースもある。専門家との連携を強め、指
導方法も日々アップデートしていく必要がある。

小･中学校及び義務教育
学校に指導助言を行った
回数

115 回 294 252

人権教育課

人権に関する研修等
（インターネット等に
おける人権問題関
連）

各学校における人権尊重の教育をより一層前進さ
せるため、人権教育推進上の課題や実践事例等
についての研修を行い、教職員の人権意識の高
揚と資質の向上を図る。また、教職員の世代交代
が急速に進んでいる状況の中で、八尾市で培わ
れてきた人権教育の実践を若い世代に継承して
いく。

今般、インターネットやＳＮＳを使ったいじめや差別
事象が頻発している状況から、課題や実践事例等
についての研修を行い、教職員の意識の向上お
よび資質の向上を図った。

インターネットやＳＮＳを使ったいじめや差別事象
が生起している状況から、研修会の企画・運営が
求められている。

人権に関する研修等の
中で「インターネットにお
ける人権問題」に関連し
た研修等を実施した回数

1 回 5 6

人権政策課
デートDV予防啓発
リーフレットの配付

デートＤＶ予防啓発リーフレットを市内中学校の第
３学年の生徒に配付し、デートＤＶについての正し
い知識と理解を深めることで、若年層を中心に起
こる交際相手等からの暴力を防ぎ、ひいては配偶
者等からの暴力防止にも繋げる。

・市内公立中学校３年生を対象に、デートＤＶ予防
啓発リーフレットを配布
・男女共同参画センターすみれにて配布

幅広く周知・啓発していくため、より多くの様々な
場面での配布が必要である。

デートDV予防啓発リーフ
レットを配布した回数

4 回 3 2

教育政策課 暴力防止プログラム
「ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）子ども
ワークショップ」を実施する。

市内全小学校及び義務教育学校（前期課程）の第
３学年児童を対象に実施した。子ども自身が自ら
の力で身を守ることや、暴力によらない解決方法
などについて考え、互いに意見を述べて交流し、
ロールプレイに加わるなど、参加型学習の形で
行った。

日々変化が激しい社会情勢において、様々ある課
題のなかで、各学校や地域の実情に応じたプログ
ラム内容を検討し、実施することが必要である。

ＣＡＰ子どもワークショッ
プを受講した市立小学校
３年生児童の割合

100 ％ 100 96

人権教育課
【再掲】命を育む教育
推進事業

各学校において「命を育む教育（自他の命、様々
な生命を大切にし、自他の命を守ることのできる
児童・生徒の育成をめざす教育）」を充実させ、そ
の支援を行う。

すべての八尾市立学校において、「助産師による
命の授業」、「パラリンピックキャラバン」、「性の多
様性」「障がい理解」に関する講話やいじめに関す
る取組み等、特色ある取組みが各学校で行われ
た。活動を通して、子どもたちが「命の尊さ」や「自
分の生き方」について考えることができる有意義な
取組みが実践された。

いじめ、虐待等子どもたちの命を脅かすような事
象が日々起こっており、子どもたちを取り巻く社会
状況は依然として厳しい状況にあることから、今後
も今日的な課題を乗り越えられるような取組みが
必要である。

命を育む教育推進事業
実施校数

43 校 43 43

11 暴力を防止す
る教育の推進

いじめ、虐待、デート
ＤＶなど子どもをめぐ
るさまざまな暴力に
対する学習機会の
提供に努めます。

9 子どもが主体
的に人権につ
いて学ぶ取り組
みの推進

参加体験型の人権
学習の取り組みが一
層重要になってお
り、子どもが自らの
権利について知ると
ともに、主体的に人
権について考え学
び、自分の生活に活
かす力を持てるよう
努めます。

10 携帯電話等の
電子媒体やイ
ンターネットな
どにおける危険
性の周知およ
び情報リテラ
シー教育の推
進

携帯電話、スマート
フォン、ゲーム機や
インターネット利用を
めぐる危険や正しい
使い方について周知
し、事故の未然防止
に努めます。

8 教育にかかる
相談体制の充
実

いじめや不登校など
の課題に対する学校
における相談体制の
充実を通じて、さまざ
まな子どもの人権を
守る取り組みを推進
します。
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人権教育課
人権に関する研修等
（障がい者理解関
連）

各学校における人権尊重の教育をより一層前進さ
せるため、人権教育推進上の課題や実践事例等
についての研修を行い、教職員の人権意識の高
揚と資質の向上を図る。また、教職員の世代交代
が急速に進んでいる状況の中で、八尾市で培わ
れてきた人権教育の実践を若い世代に継承して
いく。

外部講師を招聘して障がい者理解に関する研修
会を実施し、教職員が正しい知識を持つことで、学
校における障がい者理解を推進していく。また、そ
れぞれが個性と能力を十分発揮することができる
社会の実現をめざした指導に努める。

今後も障がい者理解についての研修を継続的に
実施する必要がある。

人権に関する研修等の
中で「障がい者理解」に
関連した研修等を実施し
た回数

1 回 1 1

教育センター
特別支援教育推進
事業

支援学級の適正配置等の環境整備、専門家チー
ムの巡回指導等の人的支援、医療・福祉等の連
携による総合的な支援を通じて特別な支援が必
要な子どもへの教育を充実させる。また、様々な
団体や市民との交流を通して障がいのある児童
生徒に対する市民理解を深める。

・ 巡回相談の実施（定期巡回、不定期巡回）
・ 通級指導教室への巡回相談及び研修
・ 特別支援教育研修、校内研修支援
・ 関係諸機関との連携

介助員・特別支援教育支援員やスクールサポー
ターの配置や専門家チームの巡回指導・ケース会
議等を活用しながら、 校内支援員会等を中心とし
た全校的な支援体制のもと、 子どもの障がいの
状況や特性に応じて個々のケースに丁寧に対応
しているが、引き続き特別な支援を必要とする子
どもや保護者に対して総合的な支援を継続する必
要がある。

支援を要する児童・生徒
の課題改善率

94 ％ 91 97

13 学校・地域・ＰＴ
Ａの連携

すべての小学校・中
学校・義務教育学校
において、学校と学
校評議員等地域関
係者とＰＴＡが連携
し、開かれた学校づ
くりの推進に努めま
す。

生涯学習課
家庭教育力UPサ
ポート事業

学校・家庭が抱える諸問題に対して地域と教育委
員会が連携して支援を図る仕組みづくりを進める
一環として、各地域で子どもを取り巻くさまざまな
家庭の教育力や親の学習に関する諸問題に対す
る研修テーマを地域で選択して学び行動に移す学
習の場を開催する。

コロナ禍前に比べると実施回数が減少している
が、地域で、それぞれの地域の学校や家庭が抱
える諸問題を認識し、解決に向けた学びの場を提
供することができた。

各小学校とＰＴＡとが連携のもと、家庭教育や子ど
もの育ちに関する諸問題を認識し、その解決に向
けて学校・地域・家庭が連携して課題解決を図る
ことのできる仕組みを作り、地域で子どもたちの育
ちを見守る環境を作っていくことが求められてい
る。

家庭教育学級の延べ実
施回数

28 回 1 7

14 特別支援教育
の推進

障がいのある子ども
も周りの子どもたち
も、一人ひとりの特
性に応じて、子ども
たちの人権を守る取
り組みを推進しま
す。

教育センター
【再掲】特別支援教
育推進事業

支援学級の適正配置等の環境整備、専門家チー
ムの巡回指導等の人的支援、医療・福祉等の連
携による総合的な支援を通じて特別な支援が必
要な子どもへの教育を充実させる。また、様々な
団体や市民との交流を通して障がいのある児童
生徒に対する市民理解を深める。

・ 巡回相談の実施（定期巡回、不定期巡回）
・ 通級指導教室への巡回相談及び研修
・ 特別支援教育研修、校内研修支援
・ 関係諸機関との連携

介助員・特別支援教育支援員やスクールサポー
ターの配置や専門家チームの巡回指導・ケース会
議等を活用しながら、 校内支援員会等を中心とし
た全校的な支援体制のもと、 子どもの障がいの
状況や特性に応じて個々のケースに丁寧に対応
しているが、引き続き特別な支援を必要とする子
どもや保護者に対して総合的な支援を継続する必
要がある。

支援を要する児童・生徒
の課題改善率

94 ％ 91 97

３　子どものいじめ防止等の取り組みの推進
15 いじめ防止等

に向けた取り組
みの推進

すべての教職員が
「いじめ防止対策推
進法」や「八尾市いじ
め防止基本方針」の
趣旨に則った対応が
できるよう、教職員
研修の充実を図りま
す。
弁護士や臨床心理
士、スクールソー
シャルワーカー等の
外部専門家の積極
的な活用により、相
談・支援体制の充実
を図ります。

人権教育課 いじめに関する研修

研修を通して、各学校においてチーム学校として
「いじめ防止対策推進法」等の趣旨に基づく、いじ
めの未然防止及び早期発見と迅速かつ適切な対
応が行われるようにする。

いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向け
て、「いじめ防止対策推進法」等の法律に基づい
た組織的な対応ができるように校長・副校長、教
頭、担当教員、初任者・新規採用教職員を対象と
した研修を実施した。

八尾市立学校に勤務するすべての教職員が、「い
じめ防止対策推進法」等の趣旨に則ったいじめ対
応を行うことが求められている。そのために、管理
職、いじめ対応を主に行う教職員はもとより、すべ
ての教職員が法等を正しく理解し、組織的に未然
防止、早期発見、早期対応を行うことができるよ
う、今後も研修の充実を図る必要がある。

いじめに関する研修を実
施した回数

4 回 4 4

こども・いじめ何でも
相談課

いじめからこどもを守
る八尾づくり推進事
業

「八尾市いじめから子どもを守る条例」に基づき、
すべての子どもをいじめから守るため、相談体制
を整備し、いじめの早期発見・早期解決を目指す。

「八尾市いじめから子どもを守る条例」に基づき、
すべての子どもをいじめから守るため、弁護士、
心理士、教育アドバイザーを配置し、いじめの早
期発見・早期解決のため、保護者、児童生徒から
の相談に対応した。また、児童生徒からの直接的
な相談ツールとして、「やおっこ手紙相談」の実施
のほか、「いじめ報告相談アプリ」を導入し、相談
体制の強化を図った。

いじめ事象に関して、弁護士、心理士、教育アドバ
イザー、それぞれの視点や専門性を相談対応に
生かし、また、教育委員会事務局や他課との連携
や協議を通して、問題解消に努める必要がある。

相談対応件数 170 件 148 320

人権教育課
【再掲】いじめに関す
る研修

研修を通して、各学校においてチーム学校として
「いじめ防止対策推進法」等の趣旨に基づく、いじ
めの未然防止及び早期発見と迅速かつ適切な対
応が行われるようにする。

いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向け
て、「いじめ防止対策推進法」等の法律に基づい
た組織的な対応ができるように校長・副校長、教
頭、担当教員、初任者・新規採用教職員を対象と
した研修を実施した。

八尾市立学校に勤務するすべての教職員が、「い
じめ防止対策推進法」等の趣旨に則ったいじめ対
応を行うことが求められている。そのために、管理
職、いじめ対応を主に行う教職員はもとより、すべ
ての教職員が法等を正しく理解し、組織的に未然
防止、早期発見、早期対応を行うことができるよ
う、今後も研修の充実を図る必要がある。

いじめに関する研修を実
施した回数

4 回 4 4

４　保育・教育関係職員への人権研修の推進

人権教育課
【再掲】人権教育研
修講座

認定こども園等における人権尊重の教育をより一
層前進させるため、人権教育推進上の課題や実
践事例等についての研修を行い、教職員の人権
意識の高揚と資質の向上を図るとともに、八尾市
で培われてきた人権教育の実践を若い世代にも
継承していく。

年間６回の人権教育研修講座を実施した。講座内
容がさまざまなテーマに沿ったものであり、教職員
の人権意識の高揚や指導力向上につながるもの
となった。
①５月25日＜ジェンダー平等・性教育＞「人権教
育としての性教育」
②６月15日＜平和教育＞「積極的平和教育につ
いて」
③７月26日＜虐待・ヤングケアラ－＞「児童養護
施設という私のおうち」
④10月17日＜同和問題＞「誰もが『自分』を生きて
いく力を ～人権が尊重される多様性社会をめざし
て～」
⑤12月１日＜同和問題＞「研究協力員人権教育
部会作成教材を活用した公開授業」
⑥１月30日＜自殺対策＞「学校における自殺予防
教育について」

認定こども園等で課題となっている人権課題を中
心として、認定こども園等のニーズやさまざまな人
権課題に対応する講座を企画・運営していく必要
がある。また、部落問題学習をはじめとした様々な
人権課題の研修を通して、教職経験の少ない教
職員への研修機会の充実を図ることで権教育実
践を継承するとともに、保護者や地域等への啓発
も推進していく。

認定こども園からの人権
教育研修講座参加人数
（年間参加者のべ人数）

10 人 3 15

16 いじめから子ど
もを守るための
取り組みの推
進

「八尾市いじめから
子どもを守る条例」
に基づき、すべての
子どもをいじめから
守るため、相談体制
を整備した中で、い
じめの早期発見、早
期解決をめざしま
す。

17 保育者への人
権研修の充実

保育者が自らの資
質の向上に努め、人
権に対する気づきを
促すとともに、新たな
課題に対応した人権
研修などの充実に努
めていきます。

12 共に学び共に
生きるインク
ルーシブ教育
推進

障がい児(者)への偏
見や差別をなくすた
め、障がい児(者)に
対する正しい理解が
進み認識が深まる教
育を推進します。
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教育センター
【再掲】幼児教育研
究・研修事業

幼児教育に関する研究及び保育者等を対象にし
た研修、並びに保育サポート児の在籍する就学前
施設への巡回指導を通じて、保育者の資質を向
上することにより、就学前教育・保育において子ど
もたちに生きる力の基礎となる資質・能力を育成
し、小学校教育への円滑な接続を図る。

幼児教育研究では、安中ひかりこども園（令和４・
５年度）と南山本せせらぎこども園（令和５・６年
度）を研究指定園として、研究を推進している。研
究を通して、『思いやりのある見取りや保育者の言
葉かけ・かかわり』によって、子どもの姿が輝き、
成長を支える大きな要因であることが分かった。ま
た、『子どもの内面の見取り』を職員間で共有し、
チームで保育実践を行うことで、保育の質の向上
にもつながった。その成果を市内の就学前施設
や、小学校等へ発信した。
幼児教育研修では、教職員の経験年数に応じた
研修や今日的な教育・保育課題に焦点を当てた
研修などを実施し、保育者の資質向上を図った。
また、幼児教育と小学校教育の円滑な接続に向
けて、幼保こ小合同研修会を全４回実施した。

園内研究会の充実を図り、今まで積み上げてきた
各園の特色ある取り組みを、さらに発展できるよう
な指導助言に努める。幼児教育研修では、就学前
施設の課題をキャッチし内容を企画する。また、幼
児教育と小学校教育の滑らかな接続に向けた教
育課程の編成に視点を置いた指導助言や取り組
みを進めるとともに、幼保こ小合同研修会の内容
も精査する必要がある。

幼児教育の取り組みに
対する評価を肯定的に
回答した保護者の割合

95 ％ 97 98

18 教職員の職務
等に応じた研
修の推進と研
修内容の浸透

教職員の職務に応じ
た研修として、管理
職研修、各学校での
人権教育担当教員
に対する研修やこれ
からの教育を担う初
任者、新規採用教職
員等はじめて本市の
学校での教育活動
にあたる教職員を対
象とした人権研修な
どがあり、これらの
研修を計画的かつ
効率的に実施すると
ともに、今日的な課
題に対応するなど研
修内容の充実に努
めます。また、研修
内容を中学校区で交
流し共有することに
より、さらなる充実を
めざします。

人権教育課
校長・教頭研修（人
権教育管理職研修）

小学校・中学校・義務教育学校における人権尊重
の教育をより一層前進させるため、人権教育推進
上の課題や学校運営に関わる内容での研修を行
い、管理職としての人権意識の高揚と資質向上を
図る。

校長・副校長を対象に１回、教頭を対象に１回の
合計２回の管理職研修を実施した。校長・副校長
へは「インターネットと人権侵害」について、教頭へ
は「ともに学び、ともに育つ学校づくり」をテーマに
研修を実施した。

人権教育を基盤とした学校運営を推進するため
に、管理職が多様化する人権課題に対して正しく
理解し、児童生徒が安心して過ごすことができる
学校づくりを進めていくことは重要である。今後
も、管理職に対する人権研修講座の位置づけは
必要である。

人権教育管理職研修会
の開催回数

2 回 2 2

第２節　職場での取り組み

１　企業等における人権啓発の推進

19 八尾市企業人
権協議会への
加入促進

八尾市企業人権協
議会への加入促進
を図る手法を検討し
ます。

八尾市企業人権協
議会

八尾市企業人権協
議会への加入促進

八尾市企業人権協議会の組織の拡大・充実を目
的として、加入促進に向けた活動を展開する。

ひゅーまんフェスタへの加入促進ブースの出展や
情報誌「労働情報やお」への記事掲載、窓口での
チラシ配架及びHPへの掲載などにより協議会の
周知を図った。また、ハローワークと連名で企業向
け研修会(オンライン)を開催し、事業の実施を通し
て協議会の周知に努めた。

さまざまな機会に八尾市企業人権協議会への加
入勧奨を行っているが、加入事業所の多くが中小
企業であるため、廃業や事業整理、経費節減など
により退会となるケースも少なくない。加入に対す
るメリットや必要性を感じられるような魅力的なメ
ニューの検討が必要である。

企業人権協議会に加入
する会員事業所数

130 事業所 123 123

労働支援課
事業所への人権啓
発

八尾市企業人権協議会主催の研修会を実施する
とともに、商工会議所会員事業所や非会員事業所
に対しても研修参加に向けた取り組みを行う。

八尾市企業人権協議会会員事業所でなくても参
加できる人権啓発セミナーを実施し、啓発及び八
尾市企業人権協議会への加入促進に努めた。
（受講者数：42名　アーカイブ配信視聴回数：247
回）

八尾市企業人権協議会会員事業所でなくても参
加できる人権啓発セミナーを実施し、事業所内人
権意識の啓発と、会員拡大に向けた広報に努め
ているところであるが、未加入事業所にとって企業
人権協議会への加入がメリットであると感じられる
ようなセミナーの開催が求められる。

会員事業所と非会員事
業所との共同研修（年１
回開催）

1 回 1 1

八尾市企業人権協
議会

企業における人権研
修の実施

事業所内における人権問題の解決と差別のない
企業活動をめざすため、八尾市企業人権協議会
会員事業所対象の研修会を実施する。また、事業
所内での自主的な人権研修をサポートする。

主催セミナーを２回実施した。
第１回目：「自他尊重のコミュニケーションと職場の
人権」（受講者数：18名）
第２回目：「『仕組み』で人を幸せに～働きやすさと
会社利益の両立～」（受講者数：42名　アーカイブ
配信視聴回数：247回）

年間２回の人権啓発セミナーを実施し、事業所内
人権意識の啓発と会員拡大に向けた広報に努め
ているが、参加事業所の確保が課題である。

企業人権協議会主催の
講演会・セミナー開催数
（年間）

2 回 2 2

21 働く人への人権
啓発の支援

多様な形態で働く人
が人権研修を受け
やすいよう環境づくり
に努めるとともに、参
加を促すよう研修内
容等の工夫に努め
ます。

人権政策課
人権啓発セミナーの
開催

市民を対象に、広く人権問題全般にわたる情報を
提供し、人権学習の推進に努める。

第１回：平和のつどい「被爆ピアノコンサート」　場
所：八尾市文化会館プリズムホール地下１階小
ホール　参加者：215名
第２回：「夢と絆」～24年間の北朝鮮生活で感じた
こと～　場所：八尾市文化会館プリズムホール地
下１階小ホール　参加者：271名

はじめての人が参加したいと思えるよう、時事性
の高いテーマや市民ニーズを把握したテーマ設定
が必要である。また、市民が参加しやすい開催手
法について検討し、さまざまな人権課題を継続し
て実施し、人権意識の高揚を図る必要がある。

人権啓発事業へはじめ
て参加した市民の割合

40 ％ 34 64

20 あらゆる企業
への人権啓発
の推進

公正採用選考人権
啓発推進員を選任
する義務のない企業
や八尾市企業人権
協議会へ未加入の
企業も含めたあらゆ
る企業に対し、人権
啓発の取り組み支援
を行います。
また、公正採用選考
人権啓発推進員を
中心とした企業内に
おける人権啓発推進
の支援に努めます。

17 保育者への人
権研修の充実

保育者が自らの資
質の向上に努め、人
権に対する気づきを
促すとともに、新たな
課題に対応した人権
研修などの充実に努
めていきます。
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労働支援課
労働情報やおの発
行

事業所の意識啓発を図り、就労環境の安定をめ
ざして、勤労者に密接に関わる各種制度やサービ
ス等について情報提供を行う。

「労働情報やお」を発行し、八尾市企業人権協議
会会員事業所等への送付や関係機関や市の施
設での配架により、啓発を実施した。

勤労者と事業所向けに、労働行政にかかる広報
や事業所内の人権啓発、勤労者福祉の増進を目
的とした「労働情報やお」を発行しているが、意識
啓発を促進する内容となるよう記載内容の精査が
必要である。

年報発行回数 1 回 1 1

八尾市企業人権協
議会

【再掲】企業における
人権研修の実施

事業所内における人権問題の解決と差別のない
企業活動をめざすため、八尾市企業人権協議会
会員事業所対象の研修会を実施する。また、事業
所内での自主的な人権研修をサポートする。

主催セミナーを２回実施した。
第１回目：「自他尊重のコミュニケーションと職場の
人権」（受講者数：18名）
第２回目：「『仕組み』で人を幸せに～働きやすさと
会社利益の両立～」（受講者数：42名　アーカイブ
配信視聴回数：247回）

年間２回の人権啓発セミナーを実施し、事業所内
人権意識の啓発と会員拡大に向けた広報に努め
ているが、参加事業所の確保が課題である。

企業人権協議会主催の
講演会・セミナー開催数
（年間）

2 回 2 2

八尾商工会議所
商工会議所会員企
業及び非会員企業
への人権啓発

八尾市企業人権協議会主催の研修会において、
商工会議所会員事業所及び非会員事業所に向け
て参加案内し、加入勧奨につなげる。

八尾市企業人権協議会会員事業所でなくても参
加できる人権啓発セミナーを実施し、啓発及び八
尾市企業人権協議会への加入促進に努めた。
（受講者数：42名　アーカイブ配信視聴回数：247
回）

八尾市企業人権協議会会員事業所でなくても参
加できる人権啓発セミナーを実施し、事業所内人
権意識の啓発と、会員拡大に向けた広報に努め
ているところであるが、未加入事業所にとって企業
人権協議会への加入がメリットであると感じられる
ようなセミナーの開催が求められる。

会員事業所と非会員事
業所との共同研修（年１
回開催）

1 回 1 1

人権政策課

大阪あんしん賃貸支
援事業、サービス付
き高齢者向け住宅や
地域優良賃貸住宅、
及び高齢者向け優良
賃貸住宅の普及啓
発や情報提供

高齢者等の入居を受け入れる民間賃貸住宅や一
定のサービスを提供する高齢者住宅の普及啓発
や情報提供を行う。

啓発冊子の配架を行い、情報提供を行った。 今後も継続して情報提供を行う必要がある。
情報提供回数（啓発冊子
の配架）

1 回 1 1

地域共生推進課
生活困窮者自立支
援事業

啓発冊子やチラシの配架を行い、低所得者に対し
て入居差別をなくす普及啓発・情報提供を行う。

社会福祉協議会内にある生活支援相談センター
にチラシを配架し、情報提供を行った。

居住支援法人や関係機関との連携を強化したり、
居住支援協議会の設立を検討するなど、体制作り
が必要。

情報提供回数（啓発冊子
の配架）

1 回 1 1

生活福祉課

大阪あんしん賃貸支
援事業、サービス付
き高齢者向け住宅や
地域優良賃貸住宅、
及び高齢者向け優良
賃貸住宅の普及啓
発や情報提供

高齢者等の入居を受け入れる民間賃貸住宅や一
定のサービスを提供する高齢者住宅の普及啓発
や情報提供を行う。

啓発冊子やチラシの配架を行い、低所得者に対し
ての普及啓発・情報提供を行った。

今後も引き続き低所得者に対し、入居可能な物件
等の情報提供を行っていく必要がある。

情報提供回数（啓発冊子
の配架）

1 回 1 1

高齢介護課

大阪あんしん賃貸支
援事業、サービス付
き高齢者向け住宅や
地域優良賃貸住宅、
及び高齢者向け優良
賃貸住宅の普及啓
発や情報提供

高齢者等の入居を受け入れる民間賃貸住宅や一
定のサービスを提供する高齢者住宅の普及啓発
や情報提供を行う。

窓口にて高齢者の住まいに関する情報提供を
行った。

大阪府等の高齢者の住まいに関する情報を適宜
収集し、窓口で十分な情報提供と相談対応ができ
るよう引き続き取り組んでいく必要がある。

情報提供回数（啓発冊子
の配架）

1 回 1 1

障がい福祉課

大阪あんしん賃貸支
援事業、サービス付
き高齢者向け住宅や
地域優良賃貸住宅、
及び高齢者向け優良
賃貸住宅の普及啓
発や情報提供

高齢者等の入居を受け入れる民間賃貸住宅や一
定のサービスを提供する高齢者住宅の普及啓発
や情報提供を行う。

啓発冊子の配架を行い市民に対して情報提供を
行った。

今後も状況に応じて適切に情報提供を行っていく
必要がある。

情報提供回数（啓発冊子
の配架）

1 回 1 1

こども若者政策課

大阪あんしん賃貸支
援事業、サービス付
き高齢者向け住宅や
地域優良賃貸住宅、
及び高齢者向け優良
賃貸住宅の普及啓
発や情報提供

高齢者等の入居を受け入れる民間賃貸住宅や一
定のサービスを提供する高齢者住宅の普及啓発
や情報提供を行う。

チラシの配架を行い、子育て世帯に対しての普及
啓発・情報提供を行った。

今後も引き続き、情報提供を行っていく必要があ
る。

情報提供回数（啓発冊子
の配架）

1 回 1 1

住宅政策課
住宅確保要配慮者
に対する居住支援事
業

大阪府及びOsakaあんしん住まい推進協議会と共
催で、住宅確保要配慮者を対象とした「住まい探
し相談会」を開催するなど関連部署と連携して居
住を支援する取り組みを行う。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティ
ネット住宅)の登録やサービス付き高齢者向け住
宅の登録に係る事務を行うとともに、制度の普及
啓発や情報提供に努めた。また、府及びOsakaあ
んしん住まい推進協議会との共催で高齢者及び
障がい者などの住宅確保要配慮者を対象とした
「住まい探し相談会」を実施し、居住の安定確保に
向けた支援を行った。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（セーフティ
ネット住宅）の登録について、民間賃貸住宅の所
有者や安心賃貸住宅への媒介業務を行う宅地建
物取引業者、居住支援団体などへの登録促進に
関する啓発が必要である。

情報提供回数（啓発冊子
の配架）

1 回 1 1

23 関係機関との
連携による入
居差別をなくす
啓発の推進

入居が困難な人びと
への支援として、大
阪府の「宅地建物取
引業人権推進員制
度」や「大阪あんぜ
ん・あんしん賃貸住
宅登録制度」を活用
し、大阪府と連携し
て入居差別をなくす
啓発を推進します。

22 企業への幅広
い情報の提供

企業の社会的責任
を踏まえ、企業内で
の人権意識の向上
を図る取り組みを進
めるため、より広く人
権の視点を取り入れ
た幅広い情報提供を
行う等の支援を行い
ます。
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２　特定職業従事者に対する人権啓発の推進

24 職員研修計画
に基づく人権研
修の実施

新規採用職員研修
や新任時研修など在
職年数や職階ごとの
研修等、年次計画に
基づいて、体系的に
人権研修を実施しま
す。また、研修内容
を各所属で共有し、
認識を深めていくよ
うに努めます。

人事課 職員の人材育成
職員の人権意識の高揚を図るため、職員研修計
画にもとづいた職員研修を実施する。

当初に予定した内容で職階別研修や派遣研修と
して実施した。

職階別に実施する必修の人権研修、また、関係部
局代表で参加する人権派遣研修を継続するにあ
たっては、研修効果が最大限に発揮される手法を
検討しながら、引き続き職員の人権意識の醸成に
努める。

人権研修のプログラム数 11 回 11 11

人権政策課 人権主担者研修

職員がさまざまな人権問題を正しく理解し、人権意
識の高揚を図ることができるよう、また、「第２次八
尾市人権教育・啓発プラン（改定版）」における「市
職員等に対する取り組み」を効果的に推進するた
め、各所属に設置された人権主担者に対して研修
を実施する。

第１回：多様な人たちと働くためのアンコンシャス・
バイアス研修　～自分の「あたりまえ」を見つめな
おす～　参加者：56名
第２回：職場におけるハラスメント防止　参加者：
157名

各所属に配置している人権主担者に対する研修
を継続し、人権意識の向上を図るとともに、課内共
有を図ってもらえるようアナウンスする必要があ
る。また、多くの参加を得るため、開催時期を検討
する必要がある。

人権主担者研修を受講
した職員のうち、研修内
容について「よかった」と
回答した職員の割合

93 ％ 74 75

人権政策課
人権尊重の社会づく
りのための職員研修

市職員として業務を遂行するにあたって、人権問
題についての正しい理解と認識や豊かな人権感
覚を身につけるための研修を実施する。

第１回：多様な人たちと働くためのアンコンシャス・
バイアス研修　～自分の「あたりまえ」を見つめな
おす～　参加者：56名
第２回：職場におけるハラスメント防止　参加者：
157名

市職員として、さまざまな人権課題について理解と
認識を深め、豊かな人権感覚を身に付けることは
重要であり、より多くの職員に参加してもらえるよ
う、開催テーマや開催時期等を検討する必要があ
る。

研修受講者数 140 人 210 213

26 各所属の人権
主担者を中心
とした職場での
人権研修の推
進

人権主担者を中心
に、職員の人権問題
に関する意識の高揚
と資質の向上に努め
ます。
各職場における人権
意識の浸透と職員の
知識の習得を図るた
め、職場内における
研修内容の周知に
努めます。
所属長や人材育成
マネジャーと連携し
ながら、各職場にお
いて理解が求められ
る日常業務に即した
人権課題について、
職場内研修を実施し
ます。

人権政策課 職場人権研修
全部局において、部局単位で代表人権主担者を
中心に企画し、各職場のニーズに応じた内容で人
権研修を実施する。

全部局において人権主担者を中心に職場研修を
企画、実施し、全体で534人の参加があった。

全庁的に人権研修を実施することで、職員の人権
意識の向上を図る必要がある。
参加できなかった職員に対しては課内共有しても
らえるよう、アナウンスを行う必要がある。

各部局における職場人
権研修を受講した職員の
割合

39 ％ 49 22

27 専門的で高度
な人権知識の
習得

人権課題に対しての
幅広い情報収集とそ
の認識が高まるよ
う、外部の専門機関
が実施する研修に参
加するなど、より専
門的で高度な人権に
ついての知識の習
得に努めます。

人権政策課 外部研修への参加
外部の専門機関が実施する研修に参加すること
で、より専門的で高度な人権についての知識の習
得に努める。

外部の研修として、「部落解放・人権夏期講座」
「人権啓発研究集会」「部落解放研究全国集会」
「自由同和会大阪府本部大会」「全日本同和会近
畿地区連合会研修大会」「世界人権宣言大阪集
会」「部落解放・人権大学講座」「えせ同和行為等
根絶大阪連絡会議」「じんけん楽習塾」に参加し
た。

外部の専門機関が実施する研修等の情報収集に
努め、参加可能な研修に積極的に参加し、人権に
ついての理解と認識を深め、人権意識の向上を図
る必要がある。

外部の専門機関が実施
する研修への参加回数

8 回 9 9

28 障がいのある
人の状況に配
慮した支援を行
うための教育・
啓発の促進

「八尾市における障
がいを理由とする差
別の解消に関する対
応要領」に基づき、
障がいのある人の状
況に配慮した支援を
職員が適切に対応
できるよう、研修の
実施や更なる法制度
等の周知に努めま
す。

障がい福祉課
市職員に対する啓発
事業

障がいを理由とする差別の解消を図り、求められ
る役割について理解を深めるため、職員に対し、
必要な研修・啓発を実施する。

令和６年４月１日から合理的配慮の提供の義務化
についての情報提供する予定であったが実施でき
なかった。

各所属で実施する人権研修等をとおして、継続し
た啓発が求められる。令和６年４月１日から事業
者にも合理的配慮の提供が義務化されたことにつ
いて情報提供を実施する。

障がい者理解のための
職員研修の実施回数

1 回 1 0

25 あらゆる階層
の市職員への
人権研修の実
施

幅広い人権問題を
テーマに、職員の意
識、資質の向上を図
ることを目的として、
幹部職員をはじめと
したあらゆる階層の
職員を対象に、研修
を実施します。
人権に関わる啓発
事業等に職員の参
加を図るとともに、会
計年度任用職員を
含むすべての職員
が受講しやすい環境
整備に努めます。
研修で学んだ内容を
業務に活かし、すべ
ての職員が人権尊
重の視点で業務を遂
行できるように研修
の手法・内容につい
て検討し、計画的に
研修を実施します。
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29 外郭団体や指
定管理者等へ
の働きかけの
促進

市民との関わりの深
い業務を担っている
外郭団体、指定管理
者や窓口業務の受
託事業者等へ知識
の習得等を目的に
研修等の取り組みに
ついて働きかけ、人
権意識の高揚を図り
ます。

人権政策課
外郭団体や指定管
理者等への働きかけ

外郭団体や指定管理者等は、市民との関わりの
深い業務を担っているため、人権意識の高揚を図
るための研修等の取り組みについて、働きかけを
行う。

第１回：平和のつどい「被爆ピアノコンサート」　場
所：八尾市文化会館プリズムホール地下１階小
ホール　参加者：215名
第２回：「夢と絆」～24年間の北朝鮮生活で感じた
こと～　場所：八尾市文化会館プリズムホール地
下１階小ホール　参加者：271名

外郭団体や指定管理者に案内を行い、参加者の
確保を図る必要がある。
さまざまな開催手法を検討し、参加者を得るため、
テーマ設定等を検討する必要がある。

人権啓発セミナー案内回
数（年間開催回数）

2 回 2 2

福祉指導監査課

介護保険制度及び
障がい者総合支援
制度における指定事
業者集団指導

介護サービス等福祉分野の仕事に携わる方の人
権意識を高めるために、年に１度実施する指定事
業者集団指導のプログラムの一つとして実施す
る。

介護保険制度及び障がい者総合支援制度におけ
るweb掲載方式指定事業者集団指導において、事
業者に対し人権意識を高めるためのプログラムを
実施した。

今後も集団指導等を活用し、事業者の人権意識
向上のためのプログラムを提供するよう努める必
要がある。

集団指導の開催回数 2 回 2 2

高齢介護課
地域ケア会議等での
人権研修

高齢者を取り巻く関係機関に対し、高齢者の権利
擁護についてなどの人権研修を実施する。

地域ケア会議合同定例会にて、孤立化防止を
テーマに学習会を実施した。また、認知症啓発講
演会として、認知症の人を介護する家族が作成し
た動画の上映会を行った。

高齢者の権利擁護、虐待防止（認知症の理解等）
についての正しい理解と早期発見、早期対応を含
めた普及啓発等、今後も継続的な取り組みが必
要である。

人権研修会回数 2 回 2 2

高齢介護課

高齢クラブ連合会や
シルバー人材セン
ターにおける人権啓
発事業

高齢クラブ連合会会員への高齢者およびシル
バー人材センター会員に対し、高齢者の人権啓発
を実施する。

高齢クラブ連合会において、会員に人権啓発の機
関紙やリーフレットを回覧し、啓発を行った。また、
シルバー人材センターにおいても、事務局だより
等による高齢者の人権啓発を行った。

高齢者の人権についての正しい理解を高齢クラブ
連合会やシルバー人材センターから発信する。高
齢者の孤立化を防止し、住み慣れた地域で生き生
きと安心して暮らし続けるために継続した取り組み
を行うことが必要である。

会報や回覧等による啓
発の回数/年

2 回 2 2

高齢介護課
介護保険事業者等
の人権研修

介護保険事業者従事者の人権意識の向上と被保
険者の人権を守るため、事業者連絡協議会と同
時に人権研修を実施する。

八尾市介護保険事業者連絡協議会と連携し、介
護保険サービス事業者に対して、外部講師を招き
「介護現場における介護従事者へのハラスメント」
をテーマに研修会を実施した。

地域で支え合う地域共生社会の実現に向けて、介
護保険サービス事業者やその従事者に対し、高
齢者の人権について制度の理解等を継続して啓
発する必要がある。また、八尾市介護保険事業者
連絡協議会の意見を参考にしながら、介護保険
サービス事業者に必要な人権に関する研修会の
実施を検討する。

人権研修の参加者数 230 人 171 237

障がい福祉課
地域生活支援体制
推進事業

障がい児・者、障がい児の保護者や障がい児の
介護を行う者が、障がい福祉サービスを適切に利
用できるよう、地域の障がい福祉に関するネット
ワークを構築し、相談支援や困難事例への対応
や研修、地域課題についての検討等を行う。

20回開催（部会＜世話役会議を含む＞19回、全
体研修1回）

保健・医療・福祉の関係機関及び地域住民の連携
体制の強化
障がい者の高齢化・重度化等により課題が複雑
多様化しており、障がい者等への対応にさらに専
門性が求められている。

１年間に開催された地域
自立支援協議会の各部
会の延べ回数

36 回 19 20

こども施設運営課
「人権を大切にする
心を育てる」保育推
進事業

一人ひとりの個性や人格が尊重され、豊かな人間
性を育むことのできる教育・保育を推進するため
の学習・研究を行う。

大阪保育子育て人権集会へ参加した。令和５年度
はＤＶＤ購入による動画視聴のため、各園職員１
人とこども施設運営課職員１人が参加した。

大阪保育子育て人権集会へ参加等を通じて、一
人ひとりの個性や人格が尊重され、豊かな人間性
を育むことのできる教育・保育を推進するための
学習・研究を行う。

大阪保育子育て人権集
会参加人数

6 人 6 6

保育・こども園課
大阪府及び外部団
体主催の人権研修

保育者向け人権研修の周知、参加費用の補助を
行う。

保育者向け人権研修の周知、参加費用の補助を
行った。

多くの保育者が受講できるオンライン研修の受講
をさらに勧め、人権意識の向上を図る。

周知した人権研修の回
数

5 回 5 5

（社福）八尾市社会
福祉協議会

社会福祉協議会にお
ける人権研修

社会福祉協議会の理事・評議員、地区福祉委員
等に対して、毎年人権研修を実施する。

社会福祉協議会の理事・評議員、地区福祉委員
会等に対して、人権研修を実施した。

関係機関との連携の強化
理事・評議員向けの年間
人権研修開催回数

1 回 1 1

八尾市介護保険事
業者連絡協議会

【再掲】介護保険事
業者等の人権研修

介護保険事業者従事者の人権意識の向上と被保
険者の人権を守るため、事業者連絡協議会と同
時に人権研修を実施する。

八尾市介護保険事業者連絡協議会と連携し、介
護保険サービス事業者に対して、外部講師を招き
「介護現場における介護従事者へのハラスメント」
をテーマに研修会を実施した。

地域で支え合う地域共生社会の実現に向けて、介
護保険サービス事業者やその従事者に対し、高
齢者の人権について制度の理解等を継続して啓
発する必要がある。また、八尾市介護保険事業者
連絡協議会の意見を参考にしながら、介護保険
サービス事業者に必要な人権に関する研修会の
実施を検討する。

人権研修の参加者数 230 人 171 237

八尾市民生委員児
童委員協議会

民生委員児童委員
協議会における人権
研修

人権に関わる課題について、さまざまな研修や施
設見学を実施する。

コロナ禍を経て４専門部会にて研修を行った（生
活福祉部会：8/31 「コロナ特例貸付」摂南大学 上
野山先生、「8050問題から考える地域生活課題と
地域共生社会のこれから」社協 石川課長・児童福
祉部会：9/27「ヤングケアラーの理解と現状」ふう
せんの会 西川氏, 原田氏、「ヤングケアラーの取
り組みについて」八尾市こども総合支援課 古賀課
長補佐,辻合氏・高齢者福祉部会：12/1「認知症の
方への声掛け、見守りについて」八尾市認知症地
域推進支援員　山本氏・障がい者福祉部会：12/5
「ボッチャ体験」八尾市立障害者総合福祉センター
佐分施設長）。

協議会での更なる啓発を図る。
今後も複合且つ複雑化した課題に対してさまざま
な研修会を計画していく。

人権に関わる研修の開
催回数

7 回 2 4

八尾地区更生保護
女性会

更生保護女性会にお
ける人権研修

地区独自の研修及び同じ更生保護を担う保護司
と合同で研修を実施する。

高齢の会員がいることを考慮し、やむを得ず研修
を中止した。

引き続き保護司会と連携をはかり、研修の開催方
法について検討する。

研修開催回数 2 回 - 0

30 福祉関係者へ
の人権啓発の
推進

各々の福祉関係者
の職務に即し、人間
の尊厳や個人のプラ
イバシーなどに配慮
した対応ができるよ
う、受講者のニーズ
や社会的支援を要
する人等の視点を考
慮した内容で人権研
修の充実を図り、よ
り多くの福祉関係者
が参加できるよう努
めます。
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八尾地区保護司会
保護司会における人
権研修

保護司としての素質の向上を図るため、毎月の定
例会で研修（統一研修又は自主研修）を実施す
る。また、更生保護施設の見学等を実施し、連合
会研修等にも参加する。（統一研修：大阪保護観
察所管内で統一の研修、自主研修：八尾地区保
護司会独自の研修）

毎月の定例会（統一研修・自主研修）を開催した。
施設研修は。10月10日大阪刑務所・大阪少年鑑別
所にて実施した。

四団体（協力団体）の連携を強化して、他地区の
保護司会との交流を強化していく。

研修開催回数 10 回 10 10

こども健康課
乳児家庭全戸訪問
事業従事者への研
修

乳児家庭全戸訪問事業従事者は、「こんにちは赤
ちゃん事業」として、乳児がいる家庭を訪問してお
り、虐待、DVなど人権侵害を発見しやすい立場に
あるため、研修を行い人権意識の高揚に努める。

こんにちは赤ちゃん訪問員7名全員に対し、伴走
型支援、虐待やDVに関する講義を行う。

訪問で何か気になる事象を見聞きした場合は、す
ぐ報告があり、その都度状況に合わせた対応がで
きていると思われる。今後も訪問する際に参考と
なる情報についてタイムリーに共有することができ
ればと考える。

こんにちは赤ちゃん事業
訪問員の研修受講率

100 ％ 100 100

消防本部
消防職員への人権
研修等の実施

消防職員及び新規採用者の人権に対する理解と
人権意識の向上を図るため、消防本部全体での
人権研修や各課人権主担者による所属での啓発
研修等を推進する。

・人権主担者の部内研修 24回
・新規採用職員への研修  １回
・職員全体研修               １回

外来講師による全体研修（毎年10月頃）及び人権
主担者による消防各署所内での定期研修を行
い、十分に周知できたとともに研修が定着してい
る。

人権に係る研修会等の
実施回数

26 回 26 26

市立病院
病院職員への人権
研修等の実施

病院職員の人権に対する理解と人権意識の向上
を図るため、病院全体での人権研修等を推進す
る。

病院職員を対象に、認知症患者の意思決定支援
についての研修会や、医療倫理に関する研修会
を実施した。

次年度に向けて、研修会の開催方法やテーマに
ついて検討する。

人権研修会等の実施回
数

2 回 2 3

第３節　地域での取り組み

１　地域に根づいた人権教育・啓発の推進

桂人権コミュニティセ
ンター

桂人権コミュニティセ
ンター講座事業

人権尊重の社会づくりを推進するため、「自立支
援」「人権啓発」「市民交流」「生涯学習」等を目的
とした講座等を実施する。

一般講座（192回　2349人）、パソコン・スマホ（60
回　395人）、自主サークル（54回　518人）

時代と住民のニーズに適した講座の充実及び講
座生による自主サークル活動の支援育成に努め
る必要がある。

講座・自主サークル開催
数

400 回 287 306

安中人権コミュニティ
センター

安中人権コミュニティ
センター講座事業

人権尊重の社会づくりを推進するため、「自立支
援」「人権啓発」「市民交流」「生涯学習」等、各種
事業を実施する。

一般講座（154回、1872人）
パソコン講座（92回、427人）
自主サークル（250回、2311人）

講座生による自主サークル活動の育成支援強化
及び時代に即した講座の充実に努める必要があ
る。

講座・自主サークル開催
数

450 回 453 496

生涯学習課
地区生涯学習推進
事業

身近な場所で学習できるようコミュニティセンター
において、生涯学習講座を実施する。

コミュニティセンター（10館）で講座を実施し、市民
が参加しやすい生涯学習の場を提供した。

社会の要請や時事問題に応じた現代的課題学習
に関する講座の内容を充実させる必要がある。

実施地区数 10 地区 10 10

33 学校と地域の
連携の推進

学校施設などを使
い、子どもが安全で
安心して活動できる
場所（居場所）づくり
を地域と連携して推
進していきます。

生涯学習課
放課後子ども教室推
進事業

学校等を活用して安全・安心な子どもの居場所を
確保し、地域の方々の参画を得て、放課後や週末
における子どもの体験・交流活動等の活性化を図
ることにより、地域社会全体で子どもの豊かな成
長を育む教育コミュニティ作りを推進する。

コロナ禍の影響から徐々に回復し、事業実施した
校区は16校区となった。

事業の拡大に向け、各地区の状況把握を考慮し
ながら実施の働きかけを行っていく必要がある。

放課後子ども教室を実施
している小学校区数

28 校区 15 16

34 地域活動の場
を活用した人権
教育・啓発の推
進

子どもを中心とした
スポーツや文化活
動、地域の祭りなど
地域活動の場を活
用して、世代間交流
や多様な体験活動を
することにより、子ど
もたちが地域に愛着
を持てるコミュニティ
の形成に努め、人権
尊重の考え方が身
につくしくみを検討し
ます。

生涯学習課
【再掲】放課後子ども
教室推進事業

学校等を活用して安全・安心な子どもの居場所を
確保し、地域の方々の参画を得て、放課後や週末
における子どもの体験・交流活動等の活性化を図
ることにより、地域社会全体で子どもの豊かな成
長を育む教育コミュニティ作りを推進する。

コロナ禍の影響から徐々に回復し、事業実施した
校区は16校区となった。

事業の拡大に向け、各地区の状況把握を考慮し
ながら実施の働きかけを行っていく必要がある。

放課後子ども教室を実施
している小学校区数

28 校区 15 16

八尾市人権啓発推
進協議会

地区人権研修の実
施

地域における人権啓発の推進を目的とし、２年で
32地区すべての地区福祉委員会において、人権
研修を実施する。

２年計画の２年めとして、対象となっている16地区
と昨年度から振替で実施を希望した１地区を合わ
せた17地区福祉委員会にて実施され、延べ504人
の参加があった。

地域の実情や課題にあったテーマや講師の選
定、より多くの人に参加してもらえるための周知方
法など、地区福祉委員会がより主体的に地区人
権研修に取り組めるよう、ハンドブックや講師リス
トの充実が必要である。

地区人権研修の参加者
数

640 人 295 504

八尾市人権啓発推
進協議会

人権啓発推進委員
養成研修の実施

地域における人権啓発リーダーの養成を目的とし
て、各地区福祉委員会に５名の人権啓発推進委
員を設置し、人権啓発推進委員に対するさまざま
な研修を行う。

人権啓発推進委員養成研修を年５回開催した。
第１回：人と地域を結ぶ対話を始めよう！～人権
啓発推進委員の可能性～ （参加者45名）
第２回：平和のつどい「被爆ピアノコンサート」（参
加者27名）
第３回：「笑いで笑顔をひとつに」～さまざまな文化
や多様性を認め合う～（参加者31名）
第４回：「夢と絆」～24年間の北朝鮮生活で感じた
こと～（参加者11名）
第５回：”差別をなくす”から”手をつなぐ”へールー
ツを大切に自分らしく生きるー（参加者28名）

各地区福祉委員会から推薦いただいている人権
啓発推進委員のニーズに応じたテーマや講師選
定、開催時期の検討など、より多くの人権啓発推
進委員が参加できるための工夫、検討が必要で
ある。

人権啓発推進委員養成
研修の参加者数

300 人 248 142

32 誰もが参加しや
すい学習機会
の提供

講座を開催する際に
は、人権の視点を取
り入れ、市民に身近
な親しみやすい場所
において、誰もが参
加しやすい学習機会
の提供やバリアフ
リー化などの環境整
備に努めます。

35 地区福祉委員
会を中心とした
人権啓発の促
進

市内全地域におい
て、八尾市人権啓発
推進協議会による人
権研修を、地区福祉
委員会単位で、地域
の実情にあわせた
テーマで実施しま
す。その際に、より多
くの参加者が得られ
るように広報、開催
方法や研修形式を
工夫します。
各地区福祉委員会
に人権啓発推進委
員を設置し、地域に
おける自主的な人権
啓発を推進します。

30 福祉関係者へ
の人権啓発の
推進

各々の福祉関係者
の職務に即し、人間
の尊厳や個人のプラ
イバシーなどに配慮
した対応ができるよ
う、受講者のニーズ
や社会的支援を要
する人等の視点を考
慮した内容で人権研
修の充実を図り、よ
り多くの福祉関係者
が参加できるよう努
めます。

31 保健・医療関係
者、消防職員
への人権啓発
の推進

保健・医療関係者、
消防職員への人権
研修の推進に努め
ます。
人権侵害に対する速
やかな対応が取れる
よう体制の整備に努
めます。
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コミュニティ政策推進
課

地域まちづくり推進
事業

全市的な施策展開とともに、地域の特性・事情に
応じたまちづくり支援を実施する。

校区まちづくり協議会研修等は下記のとおり実
施。
①10月27日②10月28日「SNSを活用した情報発信
に関する研修会（Instagram講座）
③９月３日④12月15日「校区まちづくり協議会連絡
会」において情報交換会を実施
⑤７月10日「やお地域まちづくりアドバイザーとの
意見交換会（南高安小学校区まちづくり協議会）」
⑥12月２日「やお地域まちづくりアドバイザーとの
意見交換会（八尾小学校区まちづくり協議会）」
⑦１月22日「やお地域まちづくりアドバイザーとの
意見交換会（大正・大正北小学校区まちづくり協
議会）」
⑧２月２日「やお地域まちづくりアドバイザーとの
意見交換会（南山本小学校区まちづくり協議会）」
⑨２月３日「やお地域まちづくりアドバイザーとの
意見交換会（高安西小学校区まちづくり協議会）」

現在、校区まちづくり協議会では次世代育成や情
報発信、担い手など様々な課題を抱えている。そ
のため、校区まちづくり協議会が自立して活動を
行うことができるように、抱えている課題の解決の
糸口となるような内容の研修を企画し、随時実施
していく必要がある。

研修会等の開催回数 4 回 7 9

高齢介護課
シルバーリーダー養
成講座

介護予防を推進するとともに、高齢者自身の生き
がいづくりを図り、地域活動を推進する指導者や
ボランティアを養成する課程のなかで、人権に関
する講座を実施する。

認知症地域支援推進員による「認知症への理解」
及び八尾市人権協会による八尾市内での人権問
題の歴史等をテーマにした講座を1クールに1回ず
つ2回実施した。

地域のリーダーとして活躍できる高齢者の育成に
向けて認知症の理解等の権利についての理解の
推進とシルバーリーダー養成講座修了後の活動
推進につながるような講座内容の充実に取り組ん
でいく。

人権研修受講者数 60 人 39 43

生涯学習課
生涯学習人材バンク
推進事業

市民が学んだことを地域や学校等で活躍できるよ
うに「人材バンク」への登録を促すとともに、各地
域や学校園が活躍しやすい情報の発信等による
活躍の場づくりを支援する。特に女性が地域に貢
献できる仕組みづくりを進める。

「フェスタかがやき」においてまちのなかの達人の
体験コーナーを設け、冊子配布やPR活動を実施
するとともに、冊子の更新作業を行い、市HPへ掲
載することで広く周知を図った。

引き続き、市民が学んだこと活用し、地域や学校
等で活躍できるように「人材バンク」への登録を促
していく。

「まちのなかの達人」登
録者数

160 人 161 157

こども施設運営課
【再掲】「人権を大切
にする心を育てる」保
育推進事業

一人ひとりの個性や人格が尊重され、豊かな人間
性を育むことのできる教育・保育を推進するため
の学習・研究を行う。

大阪保育子育て人権集会へ参加した。令和５年度
はＤＶＤ購入による動画視聴のため、各園職員１
人とこども施設運営課職員１人が参加した。

大阪保育子育て人権集会へ参加等を通じて、一
人ひとりの個性や人格が尊重され、豊かな人間性
を育むことのできる教育・保育を推進するための
学習・研究を行う。

大阪保育子育て人権集
会参加人数

6 人 6 6

保育・こども園課 子育て支援事業
私立認定こども園及び私立保育所（園）において、
子育て支援事業等を通じて、適時、地域の子育て
世帯からの保育相談を受ける。

適宜、子育て世帯からの相談を受けるよう相談窓
口を設けている。

気軽に相談できるような手法や周知方法を検討す
る。また、保護者の様々な相談内容に対応できる
よう、関係機関との連携が必要である。

子育て支援事業を実施
する私立認定こども園及
び私立保育所（園）数

43 園 45 47

生涯学習課
青少年指導員・育成
者講習会

こども会の育成者および青少年指導員を対象に、
子どもの人権についての講習を行い、啓発を図
る。

12月1日(金)に青少年指導員・こども会育成者に
対して「こどもの人権」に関する講習会を実施し
た。

地域の実情やニーズを踏まえた講習会の企画・実
施を通じて人権意識の向上に努めていく必要があ
る。

実施後アンケートにおけ
る「よかった」の割合

90 ％ 92 88

桂青少年会館
青少年健全育成事
業

基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全
育成と人権意識の高揚を図ることを目的として、
各種教室・講座等を開催し、様々な体験活動を通
じて青少年の健全育成を図る。

平日の長期教室（手話やパソコン等）や土曜日・
長期休業中の講座（工作・スポーツ等）において、
様々な体験活動を実施した。

中高生をはじめ幅広い多様なニーズに対応した事
業展開のために、市内外のボランティアやNPO、
民間企業との連携を推進していく必要がある。

年間の教室講座利用人
数

12,000 人 7,112 5,875

桂青少年会館 低学年育成事業

基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全
育成と人権意識の高揚を図ることを目的として、
市内の小学生を対象とする小学生教室を実施し、
児童の健全育成を図る。

学習活動、人権学習、伝承遊び、文化活動、工作
活動、スポーツ活動、異文化学習等の小学生教
室を実施した。

活動が放課後の時間に限定されるため、近隣の
小学生の来館にならざるを得ず、また、今後少子
化に伴い対象人数及び利用人数が減少傾向とな
る可能性があるため、利用者のより幅広いニーズ
に対応した教室講座事業の充実などの検討が必
要である。

年間の教室利用人数 10,000 人 9,536 8,296

桂青少年会館 子育て支援事業

基本的人権尊重の精神に基づき、親子幼児教室・
ファミリー教室等を実施し、幼児の健全な発達の
支援と地域・家庭における子育てへの支援を行う
ことによって、参加する保護者及び幼児の相互の
コミュニケーションと交流の活性化を図る。

土曜日にありさん教室（満1歳～2歳児）・ぞうさん
教室（3歳児～5歳児）を実施し、日曜・祝日を除い
た日の午前中に「ゆめの広場」としてプレイルー
ム、グラウンド等を開放した。

子育て中の保護者のニーズを把握し、教室を幅広
い層の参加につなげる必要がある。

年間の親子幼児教室利
用人数

7,000 人 7,247 3,278

安中青少年会館
青少年健全育成事
業

基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全
育成と人権意識の高揚を図ることを目的とし、各
種教室・講座等を開催し、様々な体験活動を通じ
て青少年の健全育成を図る。

通年教室・土曜教室・長期休業中教室や小中学
生の学習会等を実施した。
中高生を対象とした居場所づくりでは、多目的機
能を備えた自習室へのリニューアルやホームペー
ジの見直し等、市内の中学校、高校への周知や
広報に努めた。

利用者のより幅広いニーズに対応した教室を実施
するため、他課とも連携しながら外部講師の発掘
等民間企業等との連携・協働をさらに推進する必
要がある。
また、不登校児童生徒の居場所、中高生を対象と
した居場所づくりでは、教育的な配慮や支援が必
要な不登校児童生徒の利用拡大につながるよう
教育センター・学校や関係機関と連携しながら取
り組んでいく必要がある。

年間の教室講座事業利
用人数

15,000 人 6,177 7,725

安中青少年会館 低学年育成事業

基本的人権尊重の精神に基づき、青少年の健全
育成と人権意識の高揚を図ることを目的とし、市
内の小学校低学年児童を対象とする低学年育成
事業（パレットクラブ）を実施し、児童の健全育成を
図る。

学習会・学年別活動・全体活動・サークル活動等
の事業を実施した。

地域との連携のさらなる充実を図るとともに、児童
理解と保護者の信頼関係について、より一層の強
化に努める。また、多種多様な利用者のニーズに
対応した活動を実施するため、外部講師の発掘、
NPO団体・民間企業等との連携・協働をさらに推
進する必要がある。

年間の低学年育成事業
利用人数

13,000 人 8,215 7,862

安中青少年会館 子育て支援事業

基本的人権尊重の精神に基づき、親子幼児教室・
遊戯室開放等を実施し、幼児の健全な発達の支
援と地域・家庭における子育てへの支援を行うこ
とによって、参加する保護者および幼児の相互の
コミュニケーションと交流の活性化を図る。

親子幼児教室を実施したほか、ウイズっこ広場
（遊戯室開放）を実施した。
また、出前絵本の会、子育てサークルへの貸館を
実施した。

利用者のより幅広いニーズに対応した教室を実施
するため、新たな外部講師の発掘、NPO団体・民
間企業等との連携・協働をさらに推進する必要が
ある。

年間の子育て支援事業
利用人数

6,000 人 3,531 3,721

地域と学校・認定こ
ども園等が連携して
子育てを支える環境
を築くため、地域の
教育活動の中に、人
権を尊重する視点を
持って地域の教育力
の活性化に努めま
す。

36 地域で活動す
る団体等との
連携や支援の
推進

地域の住民自治組
織や福祉団体等との
連携を深め、地域で
核となるべき人材の
育成や指導者の育
成、現代的課題に関
する取り組み等の支
援に努めます。

37 地域の教育活
動における人
権尊重の視点
の導入
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こども・いじめ何でも
相談課

いじめ問題対策事業

人権教育課
八尾市いじめ問題対
策連絡協議会の開
催

２　家庭における人権教育・啓発の支援

こども若者政策課 若者相談支援事業

子ども・若者とその家族が抱える不登校、ニート、
ひきこもり等さまざまな事情に対し、適切な助言や
必要な情報の提供、それぞれに必要とする専門
的な支援を行う。

子ども・若者とその家族が抱えるさまざまな事情に
対し、委託先の臨床心理士による適切な助言や
必要な情報の提供、それぞれに必要とする専門
的な支援を行うなど、一人ひとりの特性や状況に
寄り添い幅広く対応を行った。さらに各種支援機
関等と連携し対応をすることで適切な支援につな
げることができた。

相談者に対し相談後のフォロー等を実施すること
で支援を途切れない様に実施していく必要があ
る。また、相談者のニーズ把握を行い、今後の相
談窓口のあり方について検討していく必要があ
る。

若者相談窓口相談件数 100 件 353 732

こども・いじめ何でも
相談課

こども総合支援セン
ター事業

子育てを広く支援するために、子どもと子育てに
関する相談に対応し、子育て情報の提供や子育
て支援事業につなぐ。

様々な児童家庭相談に対応し、孤立した子育て家
庭をなくすとともに、子育てに関する相談事業と子
育て支援事業を効果的に連携させ、子育てしやす
いまちづくりの推進に努めた。

子ども・子育てに関する相談窓口としての認知度
があがり、子育て相談と児童虐待対策の拠点とし
ての位置づけが明確になった。反面、相談ニーズ
は多様化してきており、相談業務体制のますます
の充実が求められる。

児童家庭相談件数 7,750 件 13,654 15,216

こども健康課
地域子育て支援セン
ター事業

子育て親子の交流の場の設置。また、市内のコミ
センなどを利用した場の提供。

親子同室での教室の開催や遊び会、公園やコミセ
ンなどに出向いての遊び会の提供を行い、延べ
11300組の方にご利用いただいた。また自宅で活
用できるよう動画配信を実施したり、ZOOMによる
交流会などを実施した。

母子保健係との連携、情報共有の手法。また、支
援の手が届きにくい家庭に対しての支援。

事業実施数 300 回 495 426

こども健康課 つどいの広場事業
子育て親子の交流・集いの場を設置する（週3日
かつ1日5時間以上）。子育てに関する相談、情報
提供、講習等実施する

身近な場所で、乳幼児を育てている保護者とその
こどもが気軽に集い、交流したり育児相談を行え
る場所を（12ヵ所）開設し、延べ13,778組の親子に
ご利用いただいた。メールやＬＩＮＥ等のＳＮＳを活
用した相談事業を実施した。

就学前施設入所者が増加し、広場の利用対象者
となる在宅児童が減少傾向にある中で、利用者獲
得のために、各広場のSNSも活用しながら、引き
続き周知に努める必要がある。

延べ利用組数 20,000 組 14,017 13,778

こども・いじめ何でも
相談課

子育てパートナー派
遣事業

子育て支援が必要な家庭を訪問し、子育てに関す
る相談、助言等をおこなうことにより、保護者の不
安や悩みを軽減させる。

養育支援が必要と認められる家庭の支援を行うた
めに、支援員を募集し、訪問支援員養成講座を実
施した。また、既に登録している支援員に対しても
フォローアップ講座の受講を必須として専門的支
援の充実を図った。

養育支援を必要とする家庭を把握している保健セ
ンターや家庭児童相談室と連携し、保健師や相談
員を介して訪問を行う例もある。児童虐待や子ど
もの発達障がい、保護者の精神疾患等、専門的
な知識を要する家庭に対応するため、引き続き専
門性を持つ訪問支援員の確保とスキルアップが必
要である。

パートナー派遣利用者数 30 人 7 8

こども施設運営課
【再掲】公立認定こど
も園における在宅児
童への子育て支援

在宅子育て家庭への支援事業として、公立認定こ
ども園にて園庭開放や子育て支援事業を行う。

子育て世代のニーズに合った取り組みを工夫し、
絵本の読み聞かせや、土曜日の園庭開放などを
行った。

取組内容や日時などの分かりやすいＰＲを必要と
する。また、子育てに関する相談だけでなく保護者
間の友だちづくりの場としても必要とされている。

地域交流、園庭開放事
業等の参加者数

1,400 人 2,165 2,926

教育センター
【再掲】教育相談事
業

児童及び生徒が家庭や学校で生活する中での心
身の健康や教育上の諸問題について、来所また
は電話による相談を実施するとともに、子育てに
関する支援も行う。

・ 一般教育相談
・ 特別な支援が必要な子どもの教育相談、巡回相
談
・ 青少年相談（進路相談含む）

学校における様々な課題を解決するため ＳＳＷ
を有効に活用し、丁寧な対応を続けていくととも
に、複雑化したケースにも対応してい くために相
談の資質の向上に努めることが重要 である。ま
た、 ＳＳＷ だけでなくスクールカウンセラーや多く
の 関係 機関などの社会資源と連携し、支援ネット
ワーク構築を視野に入れて進めていかなければな
らない。

相談者の課題改善率 96 ％ 81 79

40 保護者への人
権教育・啓発の
推進

保護者が家庭にお
いて、人権尊重の視
点を持って日常生活
や子育てができるよ
う、人権を学ぶこと
の大切さを理解し、
学ぶ機会を設けま
す。

生涯学習課
人権学習講座の実
施

人権意識の向上を図るため、市民を対象に人権
学習講座を実施する。

人権に関するテーマで講座を開催し、人権につい
て考えるきっかけとなる場を提供した。

引き続き、人権に関するテーマで講座を開催し、
人権について考えるきっかけとなる場を提供する
必要がある。

実施回数 2 回 2 2

こども健康課
【再掲】地域子育て
支援センター事業

子育て親子の交流の場の設置。また、市内のコミ
センなどを利用した場の提供。

親子同室での教室の開催や遊び会、公園やコミセ
ンなどに出向いての遊び会の提供を行い、延べ
11300組の方にご利用いただいた。また自宅で活
用できるよう動画配信を実施したり、ZOOMによる
交流会などを実施した。

母子保健係との連携、情報共有の手法。また、支
援の手が届きにくい家庭に対しての支援。

事業実施数 300 回 495 426

こども健康課
【再掲】つどいの広場
事業

子育て親子の交流・集いの場を設置する（週3日
かつ1日5時間以上）。子育てに関する相談、情報
提供、講習等実施する

身近な場所で、乳幼児を育てている保護者とその
こどもが気軽に集い、交流したり育児相談を行え
る場所を（12ヵ所）開設し、延べ13,778組の親子に
ご利用いただいた。メールやＬＩＮＥ等のＳＮＳを活
用した相談事業を実施した。

就学前施設入所者が増加し、広場の利用対象者
となる在宅児童が減少傾向にある中で、利用者獲
得のために、各広場のSNSも活用しながら、引き
続き周知に努める必要がある。

延べ利用組数 20,000 組 14,017 13,778

こども施設運営課
【再掲】公立認定こど
も園における在宅児
童への子育て支援

在宅子育て家庭への支援事業として、公立認定こ
ども園にて園庭開放や子育て支援事業を行う。

子育て世代のニーズに合った取り組みを工夫し、
絵本の読み聞かせや、土曜日の園庭開放などを
行った。

取組内容や日時などの分かりやすいＰＲを必要と
する。また、子育てに関する相談だけでなく保護者
間の友だちづくりの場としても必要とされている。

地域交流、園庭開放事
業等の参加者数

1,400 人 2,165 2,926

41 保護者どうしの
ネットワークづく
りへの支援

地域子育て支援拠
点などを活用して、
同じ悩みを持つ親ど
うしが交流し、情報
交換できるネット
ワークづくりに取り組
みます。

2

39 子どもや保護
者の孤立を防
ぎ、支援するし
くみの充実

子どもと保護者が地
域で孤立しないよう
に、身近な人に気軽
に相談できるような
システムづくりに努
めるとともに、相談
窓口の充実を図りま
す。

回

38 地域社会にお
ける子どものい
じめ防止に向
けた取り組み
の推進

市、教育委員会、学
校、家庭、地域住民
やその他あらゆる関
係者が連携し、社会
全体で子どものいじ
めをなくす啓発及び
広報活動をはじめと
する取り組みを推進
します。

いじめの防止等に関係する機関及び団体が連携
し、連絡及び協議を行う中で、いじめ防止等のた
めの対策を推進していく。

八尾市いじめ問題対策
連絡協議会の開催回数

2

学校におけるいじめの未然防止や早期発見に関
する取り組みに加え、保護者や地域へのいじめ啓
発、いじめの未然防止に関する地域との連携等、
活発な意見交換が行われた。

関係機関の代表者とともに、いじめ事象が発生し
た場合の対応等について共有を図ることで、事象
の未然防止・早期発見・早期対応を図っていく必
要がある。

2
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こども・いじめ何でも
相談課

児童虐待防止対策
事業

児童虐待や虐待発生の恐れがある家庭への支援
をおこなう。児童虐待の発生予防・早期発見・関係
機関職員の資質向上を図るために広報・啓発、研
修等を実施する。

児童虐待通告に対し、子どもに関わる各機関が連
携し、虐待の発生予防、早期発見及び子どもと通
告対象家庭への援助方策を検討し対応を行った。

ケースが複雑化している現状の中で、虐待通告後
の調査と対応、虐待家庭への定期的な調査及び
支援、関係職員や市民への啓発などの体制の充
実を図る必要がある。

児童虐待通告件数 100 件 166 398

こども健康課
【再掲】地域子育て
支援センター事業

子育て親子の交流の場の設置。また、市内のコミ
センなどを利用した場の提供。

親子同室での教室の開催や遊び会、公園やコミセ
ンなどに出向いての遊び会の提供を行い、延べ
11300組の方にご利用いただいた。また自宅で活
用できるよう動画配信を実施したり、ZOOMによる
交流会などを実施した。

母子保健係との連携、情報共有の手法。また、支
援の手が届きにくい家庭に対しての支援。

事業実施数 300 回 495 426

こども健康課
【再掲】つどいの広場
事業

子育て親子の交流・集いの場を設置する（週3日
かつ1日5時間以上）。子育てに関する相談、情報
提供、講習等実施する

身近な場所で、乳幼児を育てている保護者とその
こどもが気軽に集い、交流したり育児相談を行え
る場所を（12ヵ所）開設し、延べ13,778組の親子に
ご利用いただいた。メールやＬＩＮＥ等のＳＮＳを活
用した相談事業を実施した。

就学前施設入所者が増加し、広場の利用対象者
となる在宅児童が減少傾向にある中で、利用者獲
得のために、各広場のSNSも活用しながら、引き
続き周知に努める必要がある。

延べ利用組数 20,000 組 14,017 13,778

43 保護者が人権
教育・啓発を受
ける環境の整
備

一時保育や保育場
所の整備、開催日時
等を工夫するなど保
護者が参加しやすい
環境整備を行いま
す。

人権政策課
一時保育サービスの
実施

子育て中の市民に対する参加の機会等を保障す
るため、一時保育サービスを実施する。

人権啓発セミナー（２回）において一時保育サービ
スを用意し、希望があった際に実施する体制を整
えた。

一時保育サービスの情報提供を積極的に行い、
子育て世代が参加しやすい体制整備に努める必
要がある。

一時保育サービスの実
施（希望者がない場合は
実施せず）

4 回 3 2

44 児童虐待防止
に向けた教育・
啓発

児童虐待防止に向
けた理解を深めるた
めの教育・啓発に努
めます。

こども・いじめ何でも
相談課

【再掲】児童虐待防
止対策事業

児童虐待や虐待発生の恐れがある家庭への支援
をおこなう。児童虐待の発生予防・早期発見・関係
機関職員の資質向上を図るために広報・啓発、研
修等を実施する。

児童虐待通告に対し、子どもに関わる各機関が連
携し、虐待の発生予防、早期発見及び子どもと通
告対象家庭への援助方策を検討し対応を行った。

ケースが複雑化している現状の中で、虐待通告後
の調査と対応、虐待家庭への定期的な調査及び
支援、関係職員や市民への啓発などの体制の充
実を図る必要がある。

児童虐待通告件数 100 件 166 398

こども・いじめ何でも
相談課

いじめのない環境づ
くり推進事業

いじめが起こった時にして欲しい行動や相談窓口
等を記載した「いじめ防止啓発カード」等を作成
し、いじめの防止等に関する児童・生徒の意識啓
発を図る。

いじめが起こった時にして欲しい行動や相談窓口
等を記載した「いじめ防止啓発カード」を作成し、
いじめ防止等に関する児童・生徒への意識啓発を
行った。また、「いじめ防止啓発ポスター」「いじめ
防止啓発チラシ」を作成し、公共施設等に配架し
た。

児童・生徒、またその保護者に、いじめについての
理解を促し、対応方法や相談窓口を知ってもらう
ために、さまざまな発信方法を検討し、広報・啓発
を行なっていく必要がある。

いじめ防止・啓発カード
の配布枚数

25,000 枚 20,662 19,918

人権教育課
いじめ問題対策に関
わる保護者との連携

いじめの防止等に関係する機関及び団体が連携
し、連絡及び協議を行う中で、いじめ防止等のた
めの対策を推進していく。

学校におけるいじめの未然防止や早期発見に関
する取組みに加え、保護者や地域へのいじめ啓
発、いじめの未然防止に関する地域との連携等、
活発な意見交換が行われた。

学校だけでなく、家庭、地域、関係機関が連携して
子どもを見守ること、いじめ事象が発生した場合
の対応などについて共有することで、事象の未然
防止・早期発見・早期対応を行っていく必要があ
る。

八尾市いじめ問題対策
連絡協議会の委員の中
のＰＴＡから代表者の協
議会への出席のべ回数

4 回 2 1

３　相互理解と交流の推進

人権政策課
八尾市人権啓発推
進協議会との連携

八尾市人権啓発推進協議会は、八尾市における
人権啓発の推進を図ることを目的とする団体であ
り、本協議会と連携しながら、人権尊重のまちづく
りを推進する。

・委員総会（１回）、役員会（２回）、特別部会（広報
部会２回、地区人権研修部会２回、活動スローガ
ン作成部会３回）
・人権啓発推進委員養成研修（５回）、第46回みん
なのしあわせを築く八尾市民集会、地区人権研修
（17地区）、各種団体等による人権啓発研修会助
成金交付事業等
・２年計画の２年めとして、対象となっている16地
区と昨年度から振替で実施を希望した１地区を合
わせた17地区福祉委員会にて実施され、延べ504
人の参加があった。

行政や他の団体との連携を密に、人権問題につ
いて啓発に努めるとともに、人権尊重の理念を市
民一人ひとりの心の中に育てるため、「差別のな
い明るいまちづくり」をめざす取り組みの強化に努
める必要がある。また、人権啓発推進協議会加盟
団体が自主的な活動をスムーズに行えるよう、ハ
ンドブックや講師リストの充実を図る必要がある。

地区人権研修開催回数 16 回 15 17

桂人権コミュニティセ
ンター

桂人権コミュニテイセ
ンター相談事業

市内とりわけ近隣地域の住民の福祉の向上、自
立支援を図るため生活相談事業を実施しする。同
時に関係機関や関係課との連携を図る。

226件（福祉・健康42件、住宅18件、教育1件、就
職・就労15件、人権39件、その他111件）
福祉・健康及び人権分野において、継続的な支援
を行ったため、目標値を大幅に上回った。

様々な相談や課題に効果的に対応できるよう、関
係機関との連携を強化するとともに職員のスキル
アップを図る必要がある。また、問題を抱えた人を
発見できるような取り組みも行っていく必要があ
る。

相談件数 140 件 257 226

安中人権コミュニティ
センター

安中人権コミュニティ
センター相談事業

市内とりわけ周辺地域の住民の福祉の向上、自
立支援を図るため生活相談事業を実施する。ま
た、相談事業を効果的に推進し地域拠点としての
機能を向上させる。

相談件数　143件
多種多様化する相談内容に対応できるように各職
員のスキルアップを目指し、また問題解決に向け
て関係機関との連携強化に取り組む必要がある。

相談件数 100 件 140 143

コミュニティ政策推進
課

地域内での様々な主
体での会議（本庁管
内）

地域の優先課題について検討し、地域とともに協
働して解決に向けた取り組みを進めていくために
所管区域に存する関係機関及び社会福祉施設等
とネットワークの構築を図り、情報共有を定期的に
行う。

高齢者安心センターや小学校関係者と地域や施
設での現状など情報共有を行った。また、地域団
体と小学校で構成する会議体でも同様に情報共
有を行った

校区まちづくり協議会と福祉施設や学校園とが地
域課題を共有する機会を継続できているので、今
後は共に課題を解決する仕組みについても検討
する必要がある。

地域内での様々な主体
での会議開催回数

6 回 4 4

龍華出張所
地域内施設連絡会
の開催（龍華出張所
管内）

地域内のグループホーム等の職員との交流を図
るとともに、コミュニティセンターにて施設内容や作
品等の展示を行うことで地域への情報発信を行
う。

龍華みんなの広場である「グループホーム展」「み
んなの作業書展」を開催した。特に後者は５年ぶり
に開催した「龍華コミセン祭り」とコラボし、参加団
体の一部においては物販も合わせて行い好評で
あった。

今年度より「作業所展」の開催期間が、従来の１２
月実施（障がい者月間ＰＲ）から３月実施（コミセン
祭り開催月）にシフトしたことから参加団体への理
解及び周知が若干、不十分であったかと思われ
る。

地域内施設連絡会開催
回数

1 回 2 2

久宝寺出張所
地域内の様々な主体
での会議

共創と共生の地域づくりを推進していくため、地域
特性や地域課題に応じた地域のまちづくり支援を
進める。

地域住民が主体となって活発なまちづくりが行わ
れるよう地域連絡会を開催し意見交換を行った。
また地域主体の会議に出席し意見交換を行い、
市民ニーズの把握に努めた。

地域住民による主体的なまちづくりが行われるよ
う、今後も引き続き市民ニーズや社会情報を把握
する必要がある。

地域内の様々な主体で
の会議回数

3 回 8 8

西郡出張所
地域まちづくり支援
事業

共創と共生の地域づくりを推進していくため、地域
特性や地域課題に応じた地域のまちづくり支援を
進める。

地域内施設連絡会を開催し、各施設の現状や予
定、地域内の情報を共有し、適切な地域支援に向
けてネットワークの強化を図った。

地域内施設連絡会参加施設の情報共有・連携を
更に進め。地域の課題解決や適切な地域支援に
繋げていく必要がある。

地域内施設連絡会開催
回数

12 回 12 12

大正出張所
地域内施設連絡会
の開催（大正出張所
管内）

地域内にあるさまざまな関係機関・社会福祉施設
等の皆様と顔見知りの関係を作り、日頃から情報
交換できるネットワークづくりを目的に連絡会を開
催する。

地域内施設連絡会を開催し、各施設の災害時や
緊急時の対応等について情報共有を行ない、意
見交換を行った。また、地域住民の参加・観覧が
多いイベントである「大正コミュニティセンター生涯
学習講座展示発表会」の場にて施設連絡会及び
構成関係機関の活動に関するパネル展示を実施
した。

地域内施設連絡会を通じて、参加施設との情報共
有・連携をさらに進めながら相互の交流を深めて
行くとともに、地域の社会資源に関する情報共有
を図っていく必要がある。

地域内施設連絡会開催
回数

4 回 2 3

46 地域で支えあ
い、見守りあう
取り組みの推
進

地域における人びと
や関係機関のネット
ワークを活かし、地
域全体で、子どもや
高齢者などの地域の
人権課題に対して、
地域での支えあいや
見守りあう体制を整
備し、問題解決に向
けた取り組みに努め
ます。

42 子育て支援を
通じた人権教
育・啓発の推進

地域で活動する人び
とのネットワークの
強化に努め、支援を
行う人も含めた子育
て支援活動を通じた
人権教育・啓発の推
進に努めます。

45 子どものいじめ
防止に向けた
教育・啓発

子どものいじめ防止
等の保護者の役割
についての教育・啓
発に努めます。
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山本出張所
地域内の様々な主体
での会議

共創と共生の地域づくりを推進していくため、管内
にある各種機関や地域団体との連携を図り、地域
課題等の解決に向けた取り組みを行う。

管内の６つの校区まちづくり協議会との情報交換
の場であるまち協ラウンドテーブルは６回開催しま
した。

地域づくりを推進するには多くの方との接点が求
められます。アフターコロナ禍における取り組み方
法や新たなネットワークの構築が必要になります。

地域内の様々な主体で
の会議開催回数

3 回 6 6

竹渕出張所
地域内施設連絡会
の開催（竹渕出張所
管内）

竹渕出張所管内にある社会福祉施設等のさまざ
まな関係機関どうしが、地域内における福祉的課
題等の情報交換ができるようなネットワークの構
築を目的として連絡会を開催する。

地域で実施される人権研修会（竹渕福祉委員会
の主催）への参加案内やコミセンまつり（竹渕コ
ミュニティセンター運営協議会の主催）への各施設
の案内などの掲示をおこなった。

各施設に共通する課題を抽出することが困難であ
る。すでに必要なネットワークは確保さており、こ
の会議体自他が不要であると認識されている。

地域内施設連絡会開催
回数

2 回 1 2

南高安出張所
地域内施設連絡会
の開催（南高安出張
所管内）

地域の特性を活かした地域活動・市民活動等の
持続性が高まるよう、多様な主体との連携・協力
のための対話の場を創出する。

これまで開催してきた施設連絡会の目的や意義に
ついて議論するとともに、開催方法や主題の設定
等の今後の方向性やあり方について検討した。

実施内容が恒常化し、そこから発展していないこ
とから、全施設が関心のありそうな課題を見つけ
出すこと。
また来所が困難な施設もあればオンライン会議が
困難な施設もあるため、会議の開催方法も検討し
ていく必要がある。

地域内の様々な主体で
の会議回数

3 回 1 0

高安出張所
地域内施設連絡会
の開催（高安出張所
管内）

高安地域内の学校園・福祉施設・つどいの広場と
定期的に連絡会を開催し、地域特有の課題に施
設間で連携して対応できるよう意見交換や情報交
換を行う。

①「ヤングケアラーについて」と題した研修会を開
催した。
②各施設を網羅的に紹介するホームページを作
成し、ＰＲを行った。

全施設に共通する課題の発掘が必要である。
地域内施設連絡会開催
回数

3 回 2 1

曙川出張所
地域内施設連絡会
の開催
（曙川出張所管内）

初期型総合相談機能の充実を目的とし、（曙川南
中学校区の）地域内施設等のネットワークの構築
と情報共有を行う。

地域内施設連絡会の開催は行っていない。
地域内連絡会の実施に向けて調整をし、地域の
人権課題に対して地域での支えあいや見守りあう
体制を整備していく。

地域内施設連絡会開催
回数

2 回 0 0

志紀出張所
地域内施設連絡会
の開催（志紀出張所
管内）

地域内にあるさまざまな関係機関・社会福祉施設
等の皆様と顔見知りの関係を作り、日頃から情報
交換できるネットワークづくりを目的に連絡会を開
催する。

地域内施設連絡会自体は開催しなかったが、関
係する機関・施設とはさまざまな機会を通じて意見
交換や情報交換を行った。

地域内施設とは情報共有・連携を引き続き進め、
また施設相互のネットワークづくりを今後とも図っ
ていく必要がある。

地域内施設連絡会開催
回数

4 回 0 0

高齢介護課 地域ケア会議の開催

高齢者が住み慣れた地域で安心・安全な生活が
送れることを目的に、保健・医療・福祉の関係機関
が連携し、「地域ケア会議」を設置。各関係機関の
代表からなる『地域ケア連絡協議会』と実務者レ
ベルの委員からなる『地域ケアケース会議』で構
成されている。また、虐待などの緊急時には、関
係機関と連携し、『随時会議』を開催し対応してい
る。

地域ケア連絡協議会2回/年、地域ケアケース会
議22回/年（地域ケアケース会議合同定例会2回/
年、地域ケアケース会議（定例会）20回/年）、地
域ケアケース会議随時会議124回、自立支援型地
域ケア会議４回、生活援助の多いケアプランの検
討会議1回

高齢者が住み慣れた地域で安心、安全な生活を
送れるよう、保健・医療・福祉の関係機関および地
域住民が連携し、地域のネットワークの強化に向
けての具体的方法について検討を進めていく必要
がある。

会議開催回数 152 回 125 153

障がい福祉課
障がい者地域生活
援助事業

障がい者が地域で安定した生活が営めるよう、市
内のグループホームの安定的な運営と新規参入
の誘導を図る。

令和３年度末で当該取組については終了した。
市内の障がい者グルー
プホームの増加数

1 ヶ所 2 7

健康推進課
地域健康づくり支援
事業

市民一人ひとりがいつまでも心身ともに健康に暮
らせるよう、「みんなの健康をみんなで守る」地域
健康づくりに取り組む。

地域の健康課題を関係機関や地域役員の方々と
共有し、その解決に向けた地域の特性に応じた健
康づくりの取り組みを協働で進めた。また、取り組
みの振り返りを行い、効果的な取り組みが継続し
て行えるよう、地域と共に検討を行った。

地域役員の方々と地域の健康課題を共有した
後、健康づくりの取り組みについて意見交換がで
きている地域は多くないため、今後は、すべての
地域が健康づくりの取り組みを主体的に考えるこ
とができるよう、支援をしていくことが必要である。

地域健康づくり会議開催
数

35 回 319 388

こども・いじめ何でも
相談課

【再掲】児童虐待防
止対策事業

児童虐待や虐待発生の恐れがある家庭への支援
をおこなう。児童虐待の発生予防・早期発見・関係
機関職員の資質向上を図るために広報・啓発、研
修等を実施する。

児童虐待通告に対し、子どもに関わる各機関が連
携し、虐待の発生予防、早期発見及び子どもと通
告対象家庭への援助方策を検討し対応を行った。

ケースが複雑化している現状の中で、虐待通告後
の調査と対応、虐待家庭への定期的な調査及び
支援、関係職員や市民への啓発などの体制の充
実を図る必要がある。

児童虐待通告件数 100 件 166 398

人権教育課
いじめ問題対策に関
わる地域との連携

いじめの防止等に関係する機関及び団体が連携
し、連絡及び協議を行う中で、いじめ防止等のた
めの対策を推進していく。

学校におけるいじめの未然防止や早期発見に関
する取組みに加え、保護者や地域へのいじめ啓
発、いじめの未然防止に関する地域との連携等、
活発な意見交換が行われた。

学校だけでなく、家庭、地域、関係機関が連携して
子どもを見守ること、いじめ事象が発生した場合
の対応などについて共有することで、事象の未然
防止・早期発見・早期対応を行っていく必要があ
る。

八尾市いじめ問題対策
連絡協議会の委員の中
の地域関係団体（ＰＴＡを
のぞく）、関係機関の代
表者の協議会への出席

16 回 12 12

（社福）八尾市社会
福祉協議会

【再掲】社会福祉協
議会における人権研
修

社会福祉協議会の理事・評議員、地区福祉委員
等に対して、毎年人権研修を実施する。

社会福祉協議会の理事・評議員、地区福祉委員
会等に対して、人権研修を実施した。

関係機関との連携の強化
理事・評議員向けの年間
人権研修開催回数

1 回 1 1

47 地域での多様
な人の活躍と
交流の促進

多様な人が地域で
人権教育・啓発に取
り組むことができる
場やそのための支
援について検討しま
す。例えば、さまざま
な人が互いに交流
し、意見を交換する
ことで、互いの理解
を深めることを目的
として、身近なテーマ
で交流会を開催しま
す。その際に、さまざ
まな立場や社会状況
にある市民が幅広く
参加できるよう、開
催場所や時間などを
工夫します。

人権政策課
人権基礎講座の実
施

参加者ひとりひとりが自分ごとととらえ、課題解決
に向けてどのようなことができるか参加者同士で
意見を交換しながら考えることで、互いの理解を
深めることを目的とした人権基礎講座を開催す
る。

第１回：「LGBTQ+」をもっと身近に自分ごとに　参
加者：25名
第２回：多様性が豊かさにかわる優しい世界へ
参加者：27名
第３回：少数者を排除しない世界のためにできるこ
と　参加者：24名
第４回：多様な生き方を選べる社会を共につくる
参加者：118名

同一テーマを軸に学習するため、参加者に基礎知
識が身につく反面、参加へのハードルが高い。多
くの方が気軽に参加してみようと思えるようなテー
マや開催時間等を検討する必要がある。

人権基礎講座参加者数 60 人 23 205

46 地域で支えあ
い、見守りあう
取り組みの推
進

地域における人びと
や関係機関のネット
ワークを活かし、地
域全体で、子どもや
高齢者などの地域の
人権課題に対して、
地域での支えあいや
見守りあう体制を整
備し、問題解決に向
けた取り組みに努め
ます。
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こども健康課
【再掲】地域子育て
支援センター事業

子育て親子の交流の場の設置。また、市内のコミ
センなどを利用した場の提供。

親子同室での教室の開催や遊び会、公園やコミセ
ンなどに出向いての遊び会の提供を行い、延べ
11300組の方にご利用いただいた。また自宅で活
用できるよう動画配信を実施したり、ZOOMによる
交流会などを実施した。

母子保健係との連携、情報共有の手法。また、支
援の手が届きにくい家庭に対しての支援。

事業実施数 300 回 495 426

こども健康課
【再掲】つどいの広場
事業

子育て親子の交流・集いの場を設置する（週3日
かつ1日5時間以上）。子育てに関する相談、情報
提供、講習等実施する

身近な場所で、乳幼児を育てている保護者とその
こどもが気軽に集い、交流したり育児相談を行え
る場所を（12ヵ所）開設し、延べ13,778組の親子に
ご利用いただいた。メールやＬＩＮＥ等のＳＮＳを活
用した相談事業を実施した。

就学前施設入所者が増加し、広場の利用対象者
となる在宅児童が減少傾向にある中で、利用者獲
得のために、各広場のSNSも活用しながら、引き
続き周知に努める必要がある。

延べ利用組数 20,000 組 14,017 13,778

こども施設運営課
【再掲】公立認定こど
も園における在宅児
童への子育て支援

在宅子育て家庭への支援事業として、公立認定こ
ども園にて園庭開放や子育て支援事業を行う。

子育て世代のニーズに合った取り組みを工夫し、
絵本の読み聞かせや、土曜日の園庭開放などを
行った。

取組内容や日時などの分かりやすいＰＲを必要と
する。また、子育てに関する相談だけでなく保護者
間の友だちづくりの場としても必要とされている。

地域交流、園庭開放事
業等の参加者数

1,400 人 2,165 2,926

人権政策課
法制度等の情報提
供

市政だよりやFMちゃお、ホームページ等を活用
し、法律・条例の周知や人権に関連する週間等に
ついて、積極的に市民へ情報提供を行い、周知・
啓発を図る。

市政だより：男女共同参画週間、人権週間
FMちゃお：憲法週間、人権週間、北朝鮮人権侵害
問題啓発週間
ホームページ：大阪府部落差別事象に係る調査等
の規制等に関する条例啓発推進月間

市政だよりやFMちゃお、ホームページなど、それ
ぞれの媒体を活用し、人権について考えるきっか
けとなるよう、積極的な情報提供を行う必要があ
る。

法律等の情報提供回数 6 回 6 6

障がい福祉課
障がい者理解啓発
事業

障がい者が、企画・運営に携わり、障がい者に対
して地域生活に役立つ情報を提供し、社会参加を
促進するとともに、市民に対する障がい者理解の
促進を目的として実施する。

障がい者の絵画などの作品展示や障がい者の作
業所商品販売、YouTubeを通じた障がい者理解の
啓発として、障がい者フォーラムを開催した、

共生社会の実現に向け、障がいや障がい者に対
する理解啓発を継続的に実施していくためには、
障がい関係者だけではなく、障がいのあるなしに
かかわらない全ての市民への啓発が必要である
が、その手法を工夫してく必要がある。

障がい者基本計画ワー
キング会議での市民啓
発回数

1 回 1 1

生涯学習課
識字・日本語教室の
実施

「よみ・かき・ことば」を必要とする市民に対し、継
続的に学習機会を提供し、基礎学力の向上を図
る。

定期的に教室を開催し、「よみ・かき・ことば」など
学習の機会を継続的に提供した。

「よみ・かき・ことば」を必要とする市民がいる現状
を踏まえて、引き続き関係者と協議しながら実施し
ていく必要がある。

識字・日本語教室の出席
者数（延べ）

1,000 人 381 444

（公財）八尾市国際
交流センター

日本語交流事業
ボランティアの協力を得て、週１回１時間１対１で
日本語学習をサポートする。

火曜日～金曜日、日曜日：午前9時～午後5時
（木曜日のみ午後9時まで）
場所：八尾市生涯学習センター

・活動場所の確保
・ボランティアの人材確保
・人材育成

日本語交流に参加してい
る学習者とボランティア
の組数

100 組 90 90

51 一人ひとりの違
いを大切にした
多文化共生の
推進

国籍、民族、文化な
どの違いを尊重し、
互いから学びあい、
ともに生活できる多
文化共生の取り組み
を進めます。

人権政策課
（公財）八尾市国際
交流センターへの支
援

八尾市国際交流センターが行う国際交流事業を
促進するため、公益財団法人八尾市国際交流セ
ンター運営経費補助金交付要綱に基づき、財政
的支援を行うとともに、指導・助言を行う。

（公財）八尾市国際交流センター運営経費補助金
を交付した。

八尾市域の多文化共生の拠点として、市民・各種
団体・企業等と連携した取り組みを進めるなどの
事業内容の充実を図るための働きかけが必要で
ある。

（公財）八尾市国際交流
センターにおける年間事
業数

20 件 19 18

人権政策課
姉妹友好都市等との
交流事業

姉妹都市アメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー
市、友好都市中華人民共和国上海市嘉定区及び
大韓民国大邱広域市中区との交流事業を行うな
かで、相互理解や国際親善を推進し、国際感覚の
豊かな人材育成や多文化理解により広がりのあ
る地域社会の形成に取り組む。

相手国の事情により人的交流は実施できなかった
が、文化交流事業を実施した。
・大韓民国大邱広域市中区との文化作品交流

より多くの市民が交流事業に参加できるよう、オン
ライン活用等、交流方法を工夫する必要がある。

姉妹・友好都市交流者数
／年

30 人 0 20

（公財）八尾市国際
交流センター

市民と在住・滞在外
国人との交流会

人と人との交流を通して心の壁を少しでもなくせる
よう、友だちづくりや地域での交流を広げていく
きっかけづくりとして市民同士が集い交流をする。

ボランティアが実行委員となり交流内容を企画し、
野外でゲームや散策を通して交流を深める「クイ
ズラリーで国際交流『咲くやこの花館へ行こう！』」
を実施した。
また、世界各地の凧をあげ交流を図る「世界の凧
あげフェスティバル」を実施した。

外国人住民が孤立することのないよう、引き続き
人と人との出会い、つながりの機会となる交流を
推進する必要がある。

交流会外国人市民参加
者数／交流会参加者総
数

100/200 人 66/224 95/135

53 外国人市民の
地域社会への
参画の推進

外国人市民に対する
市政情報や地域情
報の発信を行い、地
域社会の一員として
参画できるしくみづく
りについて検討し、
多文化共生社会の
実現に努めていきま
す。

人権政策課
外国人市民情報発
信事業

外国人市民が必要な情報を手に入れやすくなるよ
う、SNS等を活用して情報を発信する。

外国人市民が情報を入手するルートが紙からデジ
タルに移行していることから、多言語情報誌の発
行を廃止し、週２回、SNSを活用して多言語で情報
発信を行った。

より多くの外国人市民に役立つよう、発信内容や
発信時期の工夫をしながら事業を進める必要が
ある。

情報発信回数／月 8 回 ― 8

４　市民団体や研究機関による活動の促進

54 市民団体によ
る地域活動を
サポートする体
制や手法の検
討

八尾市人権啓発推
進協議会をはじめと
した各種団体の地域
活動をサポートする
体制や具体的な手
法（教材の提供や講
師の派遣など）を検
討します。

人権政策課
【再掲】八尾市人権
啓発推進協議会との
連携

八尾市人権啓発推進協議会は、八尾市における
人権啓発の推進を図ることを目的とする団体であ
り、本協議会と連携しながら、人権尊重のまちづく
りを推進する。

・委員総会（１回）、役員会（２回）、特別部会（広報
部会２回、地区人権研修部会２回、活動スローガ
ン作成部会３回）
・人権啓発推進委員養成研修（５回）、第46回みん
なのしあわせを築く八尾市民集会、地区人権研修
（17地区）、各種団体等による人権啓発研修会助
成金交付事業等
・２年計画の２年めとして、対象となっている16地
区と昨年度から振替で実施を希望した１地区を合
わせた17地区福祉委員会にて実施され、延べ504
人の参加があった。

行政や他の団体との連携を密に、人権問題につ
いて啓発に努めるとともに、人権尊重の理念を市
民一人ひとりの心の中に育てるため、「差別のな
い明るいまちづくり」をめざす取り組みの強化に努
める必要がある。また、人権啓発推進協議会加盟
団体が自主的な活動をスムーズに行えるよう、ハ
ンドブックや講師リストの充実を図る必要がある。

地区人権研修開催回数 16 回 15 17

52 外国人市民と
地域住民の交
流の促進

市民団体、企業、Ｎ
ＰＯやＮＧＯ等と連携
し、外国人市民と地
域住民の交流を促
進することで、国際
理解を深め、互いの
価値観や人権を尊
重する意識や感覚を
育てていきます。

49 法制度等の周
知や啓発の推
進

地域のさまざまな人
の状況に配慮した人
権教育・啓発を進め
るため、「障害者差
別解消法」「ヘイトス
ピーチ解消法」「部落
差別解消推進法」の
いわゆる差別解消３
法をはじめとした法
制度等の周知や啓
発に努めます。

50 識字教室・日本
語教室の実施

「よみ・かき・ことば」
を必要とする市民に
対し、個人のニーズ
に応じた学習機会の
提供に努めます。

48 地域での子育
て中の親と子ど
もの交流の推
進

地域子育て支援拠
点等を活用し、人権
の視点を取り入れ
て、さまざまな環境
にある子育て中の親
と子どもが参加交流
できる取り組みやサ
ポートを検討します。
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（一財）八尾市人権
協会

講座・研修会への協
力

八尾市人権啓発推進協議会の人権啓発推進委
員養成研修や地区人権研修等の実施にあたる
コーディネート及び講師紹介等を行う。

八尾市人権啓発推進協議会（人権協）における研
修及び地区人権研修の実施などにあたって、円滑
に講師選定が行えるよう、コーディネート、講師紹
介を行う予定であったが、各地独自で講師選定を
行い実施したこともあり人権協への紹介実績はな
かった。しかし、その他団体の研修実施にあたり
希望テーマにそって講師紹介を行った。

各地区で想定される参加者層に鑑み、実施テーマ
に偏りができないよう、さまざまな人権課題に対し
て講師紹介できるよう、毎年情報収集ならびに蓄
積をはかるデータベースを更新できるようにしてお
く必要がある。

研修会実施に関わるコー
ディネート機会・講師派
遣の回数

10 回 10 5

（社福）八尾市社会
福祉協議会

地域で親しまれる人
権研修（学習）の普
及

地区福祉委員会主催の人権に関する研修会を開
催するにあたり、人権啓発を推進する団体と連携
し、それぞれが自分のこととして考えるきっかけと
なる、より実りのある研修会を行う。（全32地区が
隔年実施）

今年度対象となっている16地区福祉委員会にて
研修が実施された。昨年度はコロナの影響によ
り、振替実施となった地区があったが、今年度は
無事に実施することができた。

研修の実施地区にあたっているが、未実施の地
区があるため、CoWとして働きかけ、地区の人と一
緒に研修を実施できるようにアプローチする。

地区人権研修開催回数 16 回 15 16

世界人権宣言八尾
市実行委員会

加入団体の連携

世界人権宣言の精神を市民に届け、人権が大切
にされる社会の構築に向けて、さまざまな人権の
市民活動団体が交流し、ネットワークを築き、世界
人権宣言を広めるための啓発活動及び市民団体
への支援等を行う。

世界人権宣言の精神を市民に広めるために、
ひゅーまんフェスタや世界人権宣言パネル展を開
催した。世界人権宣言記念行事として世界人権宣
言フェスティバル「せじ～ん７5」を開催した。多くの
学校園等において人権研修が推進されるよう、加
盟団体を派遣するにあたり学校園等に謝礼の一
部助成を行った。加盟団体との情報共有のための
ネットワーク会議は、6回開催した。また、今年は、
国際条約のひとつである子どもの権利条約を日本
が締結し30年という節目の年でもあったことから啓
発冊子『かっぱのかわたろう語訳 子どものけんり
じょうやく』を発行し八尾市立小中学校へ配布し
た。

人権を大切にするまちづくりのために、当会加盟
にこだわらず、市内のあらゆる人権諸団体へネッ
トワークを広げることが必要である。その上で、各
啓発事業については、幅広い層や市民の参加を
促すために広報を充実する必要がある。

加盟団体数 22 回 22 22

八尾市企業人権協
議会

【再掲】企業における
人権研修の実施

事業所内における人権問題の解決と差別のない
企業活動をめざすため、八尾市企業人権協議会
会員事業所対象の研修会を実施する。また、事業
所内での自主的な人権研修をサポートする。

主催セミナーを２回実施した。
第１回目：「自他尊重のコミュニケーションと職場の
人権」（受講者数：18名）
第２回目：「『仕組み』で人を幸せに～働きやすさと
会社利益の両立～」（受講者数：42名　アーカイブ
配信視聴回数：247回）

年間２回の人権啓発セミナーを実施し、事業所内
人権意識の啓発と会員拡大に向けた広報に努め
ているが、参加事業所の確保が課題である。

企業人権協議会主催の
講演会・セミナー開催数
（年間）

2 回 2 2

八尾市人権啓発推
進協議会等

映画上映会の実施
人権尊重の精神に基づく、全市民を対象とした啓
発事業を行う。

障がいのある人の人権をテーマに、10月５日に
「桜色の風が咲く」上映会を開催した。参加者は
278人。

時事性の高いテーマや市民ニーズを把握し、幅広
い年齢層の市民が参加したいと思えるようなテー
マの選定が必要である。また、効果的な周知方法
の検討が必要である。

映画上映会の参加者の
うち、内容について「満
足」と回答した参加者の
割合

95 ％ 82 75

八尾市人権啓発推
進協議会等

みんなのしあわせを
築く八尾市民集会の
開催

人権尊重の精神に基づく、全市民を対象とした啓
発事業を行う。

外国人の人権（多文化共生について）をテーマに、
11月10日に第46回みんなのしあわせを築く八尾
市民集会を開催した。
タイトル：「笑いで笑顔をひとつに」～様々な文化
や多様性を認め合う～
講師：バイリンガル落語家　ダイアン吉日さん
参加者：126人

時事性の高いテーマや市民ニーズを把握し、多く
の市民が参加したいと思えるようなテーマや講師
の選定が必要である。また、効果的な周知方法の
検討が必要である。

みんなのしあわせを築く
八尾市民集会参加者数

250 人 165 126

八尾市人権啓発推
進協議会等

【再掲】地区人権研
修の実施

地域における人権啓発の推進を目的とし、２年で
32地区すべての地区福祉委員会において、人権
研修を実施する。

２年計画の２年めとして、対象となっている16地区
と昨年度から振替で実施を希望した１地区を合わ
せた17地区福祉委員会にて実施され、延べ504人
の参加があった。

地域の実情や課題にあったテーマや講師の選
定、より多くの人に参加してもらえるための周知方
法など、地区福祉委員会がより主体的に地区人
権研修に取り組めるよう、ハンドブックや講師リス
トの充実が必要である。

地区人権研修の参加者
数

640 人 295 504

八尾市人権啓発推
進協議会等

【再掲】人権啓発推
進委員養成研修の
実施

地域における人権啓発リーダーの養成を目的とし
て、各地区福祉委員会に５名の人権啓発推進委
員を設置し、人権啓発推進委員に対するさまざま
な研修を行う。

人権啓発推進委員養成研修を年５回開催した。
第１回：人と地域を結ぶ対話を始めよう！～人権
啓発推進委員の可能性～ （参加者45名）
第２回：平和のつどい「被爆ピアノコンサート」（参
加者27名）
第３回：「笑いで笑顔をひとつに」～さまざまな文化
や多様性を認め合う～（参加者31名）
第４回：「夢と絆」～24年間の北朝鮮生活で感じた
こと～（参加者11名）
第５回：”差別をなくす”から”手をつなぐ”へールー
ツを大切に自分らしく生きるー（参加者28名）

各地区福祉委員会から推薦いただいている人権
啓発推進委員のニーズに応じたテーマや講師選
定、開催時期の検討など、より多くの人権啓発推
進委員が参加できるための工夫、検討が必要で
ある。

人権啓発推進委員養成
研修の参加者数

300 人 248 142

第６章　人権教育・啓発を進めるために
１　就学前における人権教育の推進

人権政策課 ホームページの活用
人権教育・啓発に関する情報や人権に関する活
動、イベント開催情報などをホームページを活用し
て、広く情報発信する。

ホームページにおいて、人権啓発セミナーや
ひゅーまんフェスタ、法律や月間の周知など、人権
に関するイベントの周知や情報提供を行った。

ホームページは重要な情報発信手段のひとつで
あり、見やすい内容となっているか、探したい情報
にすぐアクセスできるかということを考慮し、さまざ
まな人権に関する情報をわかりやすく提供する必
要がある。

人権政策課ホームペー
ジアクセス件数（月平均）

1,400 件 4,811 5,179

人権政策課
市政だより「じんけん
のページ」の活用

人権教育・啓発に関する情報や人権に関する活
動などを、市政だより「じんけんのページ」を活用し
て、広く情報を発信する。

市政だより「じんけんのページ」を活用し、男女共
同参画週間や人権週間など、さまざまな人権に関
連する情報の掲載を行った。

市政だよりは重要な情報発信手段のひとつであ
り、限られた回数の中でさまざまな情報を提供でき
るよう、情報収集に努める必要がある。

じんけんのページ市政だ
より年間掲載件数

2 回 2 2

人権政策課
FMちゃお「情報プラ
ザやお」の活用

人権教育・啓発に関する情報や人権に関する活
動、イベント開催情報などを、FMちゃお「情報プラ
ザやお」を活用して、広く情報発信する。

FNちゃお「情報プラザやお」を活用し、憲法週間や
人権週間の啓発、ひゅーまんフェスタなど、人権に
関連する情報発信を行った。

人権に関するさまざまな情報を市民に提供するた
め、関係各課と連携、協力し、広く情報発信を行
い、啓発効果を高める必要がある。

FMちゃお「情報プラザや
お」における放送回数

12 回 12 12

桂人権コミュニティセ
ンター

地域情報誌の活用
（コミセン等での情報
誌、地域総合）

講座等の通信などを独自に発行しており、人権学
習情報の提供方法の一つとして活用を図る。

桂小学校区に毎月1回戸別配布するなど、年12回
（毎月約3200部）発行した。

地域住民に必要な情報をわかりやすく伝えるとと
もに、人権啓発につながる紙面づくりに努める必
要がある。

地域総合情報誌「はな
緒」発行回数

12 回 12 12

安中人権コミュニティ
センター

地域情報誌の活用
（コミセン等での情報
誌）

講座等の通信などを独自に発行しており、人権学
習情報の提供手法の一つとして活用を図る。

センターだより「あえ～る」を12回発行した。
センター講座等の紹介以外にも地域に密着した必
要性の高い情報を掲載する必要がある。

センターだより「あえー
る」発行回数

12 回 12 12

56 総合的な人権
学習情報の収
集と提供

民間団体や市民活
動等による人権学習
に関する講座、イベ
ントやセミナー等の
情報を収集・整理し
ます。
そして、市政だより、
ＦＭちゃお、地域情
報誌やホームページ
等を活用して、積極
的に広く市民に情報
提供します。
また、ホームページ
の内容の充実を図り
ます。

55 市民団体によ
る活動の支援
と連携の促進

市民団体などの人権
啓発活動を広く市民
に周知し、その活力
やアイディアを取り
入れるなど連携を図
りながら、人権教育・
啓発活動を推進しま
す。
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（一財）八尾市人権
協会

人権ブックレットの発
行

さまざまな人権課題について、ひとつのテーマでそ
の現状と課題をまとめたブックレットを発行し、情
報提供を図る。

性的マイノリティ「LGBTQ+」にかかわる人権基礎
講座として4回にわたり実施し、その内容をふま
え、『多様な生き方を選べる社会を共につくる』～Ｌ
ＧＢＴＱ＋を自分ごとに考えるために～を発行し
た。

毎年１冊のブックレットを作成している。できる限り
その年の重要な人権課題をテーマとして、市民が
関心を持ち人権学習活動に活用できる内容で発
行する必要がある。

ブックレットの発行回数 1 回 1 1

世界人権宣言八尾
市実行委員会

ちいき・人権・World
の発行

世界人権宣言の精神に基づくさまざまな人権課題
を市民が身近にとらえることができるよう、関係す
る情報や市内人権団体の活動情報等を掲載した
冊子を発行する。

世界人権宣言の精神に基づくさまざまな人権課題
を市民が身近にとらえることができるよう、関係す
る情報や市内人権団体の活動情報等を掲載した
「ちいき・人権・WORLD」を季刊（年４回）発行した。
特集テーマは、春号（「デートＤＶ」のことを子ども
に伝えたい！・大人にも正しく知ってほしい！）、夏
号（LGBT 理解増進法で理解はすすむ？！）、秋
号（子どもを通して家族を支える訪問看護）、冬号
（八尾市非核・平和都市宣言から40年～宣言都市
が果たす役割～）。

「ちいき・人権・World」は、人権市民啓発を目的と
してタイムリーな人権情報の発信と、ネットワーク
を広げるための媒体の役割があり、従来通り、加
盟団体代表者と八尾市との協働編集会議にて編
集方針を議論し、二つの目的がより充実できるよ
う編集に努める。

ちいき・人権・Worldの発
行回数

4 回 4 4

人権政策課 人権学習の推進

地域での講座や研修会等の取り組みに対し、適
切な情報提供を行い、より効果的な人権啓発事業
が実施できるよう、講師・DVDリストの作成を行い
講師紹介等の支援を行う。

所管している人権啓発用DVDリストをHP等に掲載
し、人権意識の高揚に努めた。

映像を通じての人権啓発は効果的な手法の一つ
であり、貸出し可能なDVDの充実を図るとともに、
DVDの周知を積極的に行う必要がある。

DVD等の貸出し回数 10 回 10 10

（一財）八尾市人権
協会

【再掲】講座・研修会
への協力

八尾市人権啓発推進協議会の人権啓発推進委
員養成研修や地区人権研修等の実施にあたる
コーディネート及び講師紹介等を行う。

八尾市人権啓発推進協議会（人権協）における研
修及び地区人権研修の実施などにあたって、円滑
に講師選定が行えるよう、コーディネート、講師紹
介を行う予定であったが、各地独自で講師選定を
行い実施したこともあり人権協への紹介実績はな
かった。しかし、その他団体の研修実施にあたり
希望テーマにそって講師紹介を行った。

各地区で想定される参加者層に鑑み、実施テーマ
に偏りができないよう、さまざまな人権課題に対し
て講師紹介できるよう、毎年情報収集ならびに蓄
積をはかるデータベースを更新できるようにしてお
く必要がある。

研修会実施に関わるコー
ディネート機会・講師派
遣の回数

10 回 2 5

人権政策課
多言語による情報提
供の充実

多くの市民が必要な情報を得ることができるよう、
多言語による提供とわかりやすい日本語表記等
についての充実を図る。

各課で外国人市民が必要としている情報を多言
語化したチラシやリーフレットを作成し、提供を
行った。

やさしい日本語の併記や多言語に変換する情報
の選択等、よりわかりやすく情報を届ける工夫が
必要である。

八尾市が発行する外国
語によるパンフレット等
の種類の数

80 種類 81 82

人権政策課

啓発冊子・情報誌等
のふりがな、多言語
対応、点字版等の工
夫

人権に関する情報や相談について、多くの市民が
必要な情報を得ることができるよう、ふりがなや多
言語での対応を図る。

啓発用冊子の作成を行わなかったため、実施せ
ず。

R2既存の啓発冊子等を多くの市民が利用できる
ように、周知等が必要である。

啓発用冊子作成時の多
言語及び点字版の対応
を行った割合
（多言語及び点字版作成
回数／啓発用冊子の作
成回数）

100 ％ 0 0

高齢介護課
介護保険のパンフ
レットの外国語翻訳
版作成

母語を日本語としない人が介護保険制度の情報
を得ることができるよう、介護保険のパンフレット
の外国語翻訳版を発行する。

4種類（英語、ベトナム語、韓国・朝鮮語、中国語）
の言語のパンフレットを作成し、窓口に配架を行っ
た。

引き続き母語を日本語としない人が最新の介護保
険制度の情報を得られるように更新していく必要
がある。

発行した言語の種類 4 か国語 4 4

障がい福祉課
コミュニケーション支
援事業

市役所に来庁される言語・聴覚障がい者のコミュ
ニケーションの確保を図るため、手話通訳者を設
置する。また登録手話通訳者及び要約筆記者の
養成及び派遣を行う。

聴覚・言語障がい者等が社会生活上、公的機関・
医療機関等へ外出が必要な時にコミュニケーショ
ンの手段として手話通訳者を延べ406人派遣し
た。

日中の通訳者等が少ないため、より多くの人材の
確保が必要。

手話通訳者の派遣利用
延べ人数

525 人 475 406

人権政策課
【再掲】市政だより「じ
んけんのページ」の
活用

人権教育・啓発に関する情報や人権に関する活
動などを、市政だより「じんけんのページ」を活用し
て、広く情報を発信する。

市政だより「じんけんのページ」を活用し、男女共
同参画週間や人権週間など、さまざまな人権に関
連する情報の掲載を行った。

市政だよりは重要な情報発信手段のひとつであ
り、限られた回数の中でさまざまな情報を提供でき
るよう、情報収集に努める必要がある。

じんけんのページ市政だ
より年間掲載件数

2 回 2 2

人権教育課

人権に関する研修等
（人権に関する法
律、条例とを取り扱っ
た研修等）

小学校・中学校・義務教育学校における人権尊重
の教育をより一層前進させるため、人権教育推進
上の課題や学校運営に関わる内容での研修を行
い、管理職としての人権意識の高揚と資質向上を
図る。

校長人権教育研修会、教頭人権教育研修会、い
じめ防止・対応研修（校長・副校長、教頭、担当教
員、初任者・新規採用教職員）で各１回（計４回）、
人権教育研修講座で１回の計７回実施した。それ
ぞれの人権課題に関する法律や条例をふまえた
内容の研修が実施された。

人権を基盤とした学校運営を推進するために、管
理職はもとよりすべての教員が各種人権課題に
対して正しく理解すると同時に、法律や条例に
則った対応も求められることから、今後も法律等を
含めた人権教育に関する研修の充実が求められ
る。

人権に関する研修等の
中で、人権に関する法
律、条例を取り扱った研
修等の回数

7 回 6 7

人権政策課
参加体験型学習をは
じめとする学習手法
の導入

市民を対象とした人権教育・啓発の実施におい
て、人権についての気づきを促すなど、効果的に
進めるために、参加体験型学習等を積極的に導
入する。

人権基礎講座を実施。
第１回：「LGBTQ+」をもっと身近に自分ごとに　参
加者：25名
第２回：多様性が豊かさにかわる優しい世界へ
参加者：27名
第３回：少数者を排除しない世界のためにできるこ
と　参加者：24名
第４回：多様な生き方を選べる社会を共につくる
参加者：118名

人権学習の「堅苦しい」「むずかしそう」といったイ
メージを払しょくするため、効果的な手法である参
加体験型学習を取り入れ、人権啓発を進める必要
がある。

人権基礎講座開催回数 2 回 1 4

（一財）八尾市人権
協会

【再掲】じんけん楽習
塾の開催

“じんけんを「他人ごと」から「自分ごと」へ”を目標
に、人権について幅広いテーマを扱った学習講座
であり、聞くだけの学びではなく、ワークショップ
（参加型学習）での学びを中心に、ファシリテー
ターのスキルを学びたい人や人権学習の企画を
行う人など、幅広い層の参加を得ながら、楽しく人
権について学習できるように工夫を行っている。

例年通り全６回開催。近年話題となっている人権
テーマを盛り込みながら、講演型、参加型で実施。
ネット社会の部落問題学習、インターネットと人権
侵害、演劇「ほうせん花」の取り組み、性教育、子
どもが地域で育つために等多様なテーマにて実施
した。

じんけん楽習塾を通して、あらゆる人権テーマの
取り組み（イベント）等への参加促進、人権尊重の
行動につながる人材育成をめざして開催してい
る。グループワーク等のワークショップ形態におい
ては現状人数は適切であるが、参加者層の広が
りのために広報について工夫する必要がある。

年間参加者数／年間開
催回数

30 人 26 30

61 多様な媒体を
活用した学習
手法の導入

インターネットやＤＶ
Ｄ等の映像など多様
な媒体を活用した効
果的な学習方法に
ついて検討します。

人権政策課
人権啓発用DVDの
貸出し

市内で活動している団体や企業、市民等に対し
て、人権啓発用DVDを貸出し、人権意識の高揚を
図る。

所管している人権啓発用DVDを貸し出すことで、
人権意識の高揚に努めた。（貸出回数10回、貸出
し本数18本）

映像を通じての人権啓発は効果的な手法の一つ
であり、貸出し可能なDVDの充実を図るとともに、
DVDの周知を積極的に行う必要がある。

DVD等の貸出し回数 10 回 10 10

60 参加体験型学
習をはじめとす
る学習手法の
導入

従来の人権研修の
イメージである「堅苦
しい」、「難しい」を払
しょくするため、参加
体験型学習などの学
習手法の導入などを
積極的に推進し、多
くの人が研修にふれ
る機会をつくります。

58 情報を得ること
が困難な人へ
の配慮

啓発冊子や情報誌、
ホームページについ
てはわかりやすい表
現を使い、ふりがな
や多言語での対応、
点字版、音声版の作
成等について研究を
行います。また、イン
ターネット等が使え
ず、情報を得ること
が困難な人びとに対
し、配慮した情報提
供を行います。

59 人権に関する
法律、条例や
計画等の啓発

さまざまな人権課題
の解決を図るため
に、関係する法律、
条例や計画等の啓
発に努めます。

56 総合的な人権
学習情報の収
集と提供

民間団体や市民活
動等による人権学習
に関する講座、イベ
ントやセミナー等の
情報を収集・整理し
ます。
そして、市政だより、
ＦＭちゃお、地域情
報誌やホームページ
等を活用して、積極
的に広く市民に情報
提供します。
また、ホームページ
の内容の充実を図り
ます。

57 効率的な人権
学習の推進

地域での講座や研
修会等の開催にあ
たり、人権学習教材
や講師紹介といった
啓発活動を支援する
メニューづくり、ハン
ドブック等の整備や
映像の提供など、市
民が積極的かつ効
率的に人権学習を
進めることができる
ように支援します。
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62 人権課題の当
事者の体験や
願いから学ん
だ研修の実施

人権に関わる差別を
受けた体験談など人
権課題の当事者の
声を聞けるような機
会を設け、共感を通
じて、人権問題を自
らのこととしてとらえ
られるような取り組
みを進めます。

人権政策課
当事者の体験や願
いから学んだ研修の
実施

市民を対象とした人権教育・啓発の実施におい
て、当事者の体験や願いを学び共感する機会を
積極的に取り入れる。

人権基礎講座を実施。
第１回：「LGBTQ+」をもっと身近に自分ごとに　参
加者：25名
第２回：多様性が豊かさにかわる優しい世界へ
参加者：27名
第３回：少数者を排除しない世界のためにできるこ
と　参加者：24名
第４回：多様な生き方を選べる社会を共につくる
参加者：118名

当事者の経験や願いから学習する機会を検討す
る必要がある。また、人権基礎講座にはじめて参
加する人が増えることで、より人権のネットワーク
が広がるため、多くの人に参加してもらえるよう、
案内方法等を検討する必要がある。

人権基礎講座開催回数 2 回 1 4

63 啓発パンフレッ
トやリーフレット
等の計画的、
継続的な発行

啓発パンフレットや
リーフレット等の計画
的、継続的な発行に
努め、身近な事例を
とりあげた学習教材
の作成など、地域で
の人権学習の推進
に努めます。

人権政策課
人権協ニュース「あ
かり」の配架

人権啓発推進協議会発行の人権協ニュース「あ
かり」を関係機関等へ配架することで、地域での人
権に関する情報の提供に努める。

人権協ニュースあかりを、人権協加盟団体や出張
所等の公共施設へ配架することで、人権啓発推進
協議会の活動周知を図るとともに、人権に関する
情報提供に努めた。

市内に人権に関する情報を幅広く提供できるよ
う、人権協ニュースの内容及び配架先等について
検討する必要がある。

人権協ニュース「あかり」
の配架団体数

70 団体 70 69

64 個人の特性に
応じた企画の
設定

人権に対する理解は
個人によって異なる
ことから、年齢や生
活スタイルなどその
特性に応じた効果的
な方法によって、講
演会や研修等を開
催し、充実を図りま
す。

人権政策課
対象者を絞った企画
やテーマの設定

市民を対象とした人権教育・啓発の実施におい
て、対象者を絞った企画やテーマで講演会や研修
等を実施する。

対象者の絞り込みや実施方法などについて検討
段階であり、実施していない。

年齢や生活スタイル等の違いにより人権に対する
理解は異なると思われることから、実施手法や対
象者の絞り込みの方法について、検討が必要で
ある。

対象者を絞った人権教
育・啓発の実施回数

1 回 0 0

65 人権教育・啓発
を受けるための
環境整備の推
進

市民が研修等を受
ける際に、手話通訳
や要約筆記などの必
要な支援を行うな
ど、環境の整備に努
めます。

人権政策課
手話通訳や要約筆
記の実施

市民を対象とした人権啓発を行う際には、障がい
に応じた配慮を行い、受講する環境を整備する必
要から、手話通訳や要約筆記を実施する。

人権政策課主催の市民を対象とする人権啓発に
係るすべての催しで実施した。

対象者がより参加しやすくなるよう、手話通訳及び
要約筆記を実施している旨を積極的に周知し、環
境の整備に努める必要がある。

人権政策課の主なイベン
トにおける手話通訳及び
要約筆記の実施率

100 ％ 100 100

66 学校や企業等
に属していない
層への人権教
育・啓発

人権教育・啓発の取
り組みが市民全体に
浸透していくために、
学校や企業等の組
織に属していない層
や次世代の若者に
対して、どのように情
報を伝え、人権問題
に対する正しい認識
を広めていくか、そ
の方策を検討しま
す。

人権政策課
学校や企業等に属し
ていない層への人権
教育・啓発の推進

学校や企業等に属していない層や若年層に対し
ての人権教育・啓発について検討する。

人権啓発セミナーを２回開催した。
第１回：平和のつどい「被爆ピアノコンサート」　場
所：八尾市文化会館プリズムホール地下１階小
ホール　参加者：215名
第２回：「夢と絆」～24年間の北朝鮮生活で感じた
こと～　場所：八尾市文化会館プリズムホール地
下１階小ホール　参加者：271名

学校や企業等に属していない層や若年層が参加
しやすいよう、開催時間や参加してみたいと思え
るようなテーマの設定を検討するとともに、周知方
法についても検討する必要がある。

学校や企業等に属してい
ない層や若年層が受講
可能な講座等の開催数

2 回 2 2

67 研修内容の
フィードバック
の推進

研修を受講した市民
が家庭や地域で、ま
た、研修を受講した
職員が各々の職場
で、研修内容を理解
し、周囲に伝達でき
るよう努めます。

人権政策課
研修内容のフィード
バックの推進

研修の実施にあたり、研修内容を家庭や地域、職
場などにフィードバックできる工夫をする。

人権啓発セミナーを２回開催し、参加者に対し、受
講した内容を家庭や地域で広めてもらえるよう、
フィードバックについてのアナウンスを行った。

それぞれの家庭や地域、職場などで研修内容を
共有してもらうことで、全体の人権意識の向上に
つながるため、参加者が内容を共有したいと思え
るようなテーマ設定等を検討する必要がある。

人権啓発セミナーでの
フィードバックについての
アナウンス実施回数

2 回 2 2

68 地域のコミュニ
ティづくりを通し
た情報伝達

高齢者や子育て家
庭など、人権教育・
啓発に関する情報の
入手や参加が困難
である人びとに、情
報を伝えるしくみを
考えるなど、地域の
コミュニティづくりを
通した情報伝達手段
を検討します。

人権政策課
地域のコミュニティづ
くりを通した情報伝達
手段の検討

地域のコミュニティづくりを通した情報伝達手段の
検討を行う。

人権啓発推進協議会において、各地区人権啓発
推進委員を中心に、対象となっている16地区と昨
年度から振替で実施を希望した１地区を合わせた
17地区福祉委員会にて実施され、延べ504人の参
加があった。

地域がスムーズに研修を企画できるよう、ハンド
ブックや講師リストの充実を図るとともに、多くの
地域住民に参加してもらえるよう、チラシ回覧やポ
スター掲示など、研修の案内について、より効果
的な手段の検討が必要である。

地区人権研修開催回数 16 回 15 17

人権政策課
人権教育・啓発セン
ター機能の充実

効果的に市民活動の活性化や連携を進めるた
め、人権に関わる情報発信や活動の場を提供、
人材育成の取り組みの集約の検討及び実施。

第１回：「LGBTQ+」をもっと身近に自分ごとに　参
加者：25名
第２回：多様性が豊かさにかわる優しい世界へ
参加者：27名
第３回：少数者を排除しない世界のためにできるこ
と　参加者：24名
第４回：多様な生き方を選べる社会を共につくる
参加者：118名

啓発活動の取り組みを進めるとともに、人権教育・
啓発センター機能についての検討が必要である。

人権基礎講座開催回数 2 回 1 4

（一財）八尾市人権
協会

じんけん楽習塾の開
催

“じんけんを「他人ごと」から「自分ごと」へ”を目標
に、人権について幅広いテーマを扱った学習講座
であり、聞くだけの学びではなく、ワークショップ
（参加型学習）での学びを中心に、ファシリテー
ターのスキルを学びたい人や人権学習の企画を
行う人など、幅広い層の参加を得ながら、楽しく人
権について学習できるように工夫を行っている。

例年通り全６回開催。近年話題となっている人権
テーマを盛り込みながら、講演型、参加型で実施。
ネット社会の部落問題学習、インターネットと人権
侵害、演劇「ほうせん花」の取り組み、性教育、子
どもが地域で育つために等多様なテーマにて実施
した。

じんけん楽習塾を通して、あらゆる人権テーマの
取り組み（イベント）等への参加促進、人権尊重の
行動につながる人材育成をめざして開催してい
る。グループワーク等のワークショップ形態におい
ては現状人数は適切であるが、参加者層の広が
りのために広報について工夫する必要がある。

年間参加者数／年間開
催回数

30 人 26 30

69 人権教育・啓発
センター機能の
充実

市民活動の活性化
や連携をより一層深
めるため、人権に関
わる情報発信、活動
の場の提供、教材の
提供や人材の育成
などを集約する人権
教育・啓発センター
機能の充実に向けて
取り組みます。
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人権政策課
【再掲】人権主担者
研修

職員がさまざまな人権問題を正しく理解し、人権意
識の高揚を図ることができるよう、また、「第２次八
尾市人権教育・啓発プラン（改定版）」における「市
職員等に対する取り組み」を効果的に推進するた
め、各所属に設置された人権主担者に対して研修
を実施する。

第１回：多様な人たちと働くためのアンコンシャス・
バイアス研修　～自分の「あたりまえ」を見つめな
おす～　参加者：56名
第２回：職場におけるハラスメント防止　参加者：
157名

各所属に配置している人権主担者に対する研修
を継続し、人権意識の向上を図るとともに、課内共
有を図ってもらえるようアナウンスする必要があ
る。また、多くの参加を得るため、開催時期を検討
する必要がある。

人権主担者研修を受講
した職員のうち、研修内
容について「よかった」と
回答した職員の割合

93 ％ 74 75

人権教育課
【再掲】人権教育実
践交流会

各学校における人権教育の推進計画や人権学習
の実施計画および、その実施状況について各学
校の人権教育担当者から報告を受け、交流を図
ることにより、市内学校における人権教育の推進
状況を把握するとともに、優れた実践の普及・拡
大を図る。

各学校における人権教育の推進計画や人権学習
の実施計画およびその実施状況、成果と課題を
把握した。特に部落問題学習に関して、実践交流
等を通して各学校の取組みの共有を図ることによ
り、一層の人権教育の充実を図った。

部落問題学習をはじめとした様々な人権課題につ
いて各学校での系統的な取り組みが、引き続き必
要である。また、インターネットやSNSを使った人
権侵害事象やいじめ、子どもの貧困、虐待やヤン
グケアラー等、子どもを取り巻く課題は山積してお
り、各学校での取組みが重要となっていることか
ら、今後も本交流会を通して共有した実践につい
て、人権課題の解決を図るため各学校における取
組みに活用していくことが必要である。

人権教育実践交流会の
実施回数

2 回 2 2

八尾市人権啓発推
進協議会

【再掲】人権啓発推
進委員養成研修の
実施

地域における人権啓発リーダーの養成を目的とし
て、各地区福祉委員会に５名の人権啓発推進委
員を設置し、人権啓発推進委員に対するさまざま
な研修を行う。

人権啓発推進委員養成研修を年５回開催した。
第１回：人と地域を結ぶ対話を始めよう！～人権
啓発推進委員の可能性～ （参加者45名）
第２回：平和のつどい「被爆ピアノコンサート」（参
加者27名）
第３回：「笑いで笑顔をひとつに」～さまざまな文化
や多様性を認め合う～（参加者31名）
第４回：「夢と絆」～24年間の北朝鮮生活で感じた
こと～（参加者11名）
第５回：”差別をなくす”から”手をつなぐ”へールー
ツを大切に自分らしく生きるー（参加者28名）

各地区福祉委員会から推薦いただいている人権
啓発推進委員のニーズに応じたテーマや講師選
定、開催時期の検討など、より多くの人権啓発推
進委員が参加できるための工夫、検討が必要で
ある。

人権啓発推進委員養成
研修の参加者数

300 人 248 142

人権政策課
【再掲】人権啓発セミ
ナーの開催

市民を対象に、広く人権問題全般にわたる情報を
提供し、人権学習の推進に努める

第１回：平和のつどい「被爆ピアノコンサート」　場
所：八尾市文化会館プリズムホール地下１階小
ホール　参加者：215名
第２回：「夢と絆」～24年間の北朝鮮生活で感じた
こと～　場所：八尾市文化会館プリズムホール地
下１階小ホール　参加者：271名

はじめての人が参加したいと思えるよう、時事性
の高いテーマや市民ニーズを把握したテーマ設定
が必要である。また、市民が参加しやすい開催手
法について検討し、さまざまな人権課題を継続し
て実施し、人権意識の高揚を図る必要がある。

人権啓発事業へはじめ
て参加した市民の割合

40 ％ 34 64

（一財）八尾市人権
協会

【再掲】じんけん楽習
塾の開催

“じんけんを「他人ごと」から「自分ごと」へ”を目標
に、人権について幅広いテーマを扱った学習講座
であり、聞くだけの学びではなく、ワークショップ
（参加型学習）での学びを中心に、ファシリテー
ターのスキルを学びたい人や人権学習の企画を
行う人など、幅広い層の参加を得ながら、楽しく人
権について学習できるように工夫を行っている。

例年通り全６回開催。近年話題となっている人権
テーマを盛り込みながら、講演型、参加型で実施。
ネット社会の部落問題学習、インターネットと人権
侵害、演劇「ほうせん花」の取り組み、性教育、子
どもが地域で育つために等多様なテーマにて実施
した。

じんけん楽習塾を通して、あらゆる人権テーマの
取り組み（イベント）等への参加促進、人権尊重の
行動につながる人材育成をめざして開催してい
る。グループワーク等のワークショップ形態におい
ては現状人数は適切であるが、参加者層の広が
りのために広報について工夫する必要がある。

年間参加者数／年間開
催回数

30 人 26 30

人権政策課
【再掲】人権基礎講
座の実施

参加者ひとりひとりが自分ごとととらえ、課題解決
に向けてどのようなことができるか参加者同士で
意見を交換しながら考えることで、互いの理解を
深めることを目的とした人権基礎講座を開催す
る。

第１回：「LGBTQ+」をもっと身近に自分ごとに　参
加者：25名
第２回：多様性が豊かさにかわる優しい世界へ
参加者：27名
第３回：少数者を排除しない世界のためにできるこ
と　参加者：24名
第４回：多様な生き方を選べる社会を共につくる
参加者：118名

同一テーマを軸に学習するため、参加者に基礎知
識が身につく反面、参加へのハードルが高い。多
くの方が気軽に参加してみようと思えるようなテー
マや開催時間等を検討する必要がある。

人権基礎講座の参加者
数

60 人 23 205

人権政策課
八尾市人権尊重の
社会づくり審議会の
開催

市と市民の役割を明らかにするとともに、人権に
関する施策の総合的な推進を図り、もってすべて
の人の人権が尊重される社会の実現をめざすこと
を目的に、八尾市人権尊重の社会づくり審議会を
開催する。

八尾市人権尊重の社会づくり審議会を２回開催し
た。
第１回：令和５年７月25日
第２回：令和６年３月19日

さまざまな人権課題に対し幅広く審議し、人権に
関する施策の総合的な推進に反映する必要があ
る。

八尾市人権尊重の社会
づくり審議会の開催回数

2 回 2 2

73

人権政策課 各種団体等との連携
本市の人権に関係して活動しているさまざまな団
体と連携して、情報交換や意見交換を行い、活動
のネットワークづくりを進める。

人権基礎講座を実施。
第１回：「LGBTQ+」をもっと身近に自分ごとに　参
加者：25名
第２回：多様性が豊かさにかわる優しい世界へ
参加者：27名
第３回：少数者を排除しない世界のためにできるこ
と　参加者：24名
第４回：多様な生き方を選べる社会を共につくる
参加者：118名

各種団体等とさらなる連携を深め、ネットワークを
構築することで、イベント周知等についてもより広
範に案内できると考えられる。市全体で人権尊重
のまちづくりに取り組む必要がある。

人権基礎講座開催回数 2 回 1 4

人権政策課
（一財）八尾市人権
協会との連携

（一財）八尾市人権協会運営費助成金交付要綱に
基づき助成を行うとともに、人権に関しての情報共
有やネットワークづくりを進めながら、人権研修や
交流会の開催など、人権尊重のまちづくりに向け
た取り組みを相互に連携しながら進める。

人権政策の調査・研究の取り組み、じんけん楽習
塾の開催、冊子の作成、人権研修への講師派
遣、人権活動支援事業

相互に連携を図り、協働で人権尊重のまちづくり
に向けた取り組みを進めていく必要がある。

人権基礎講座開催回数 2 回 1 4

人権政策課
世界人権宣言八尾
市実行委員会との連
携

世界人権宣言八尾市実行委員会運営助成金交
付要綱に基づき助成を行い、世界人権宣言の精
神を広めるための活動を相互に連携しながら進め
る。

世界人権宣言八尾市実行委員会へ助成金を交付
した。
主な事業：世界人権宣言の普及、世界人権宣言
パネル展の開催、人権教育の推進、ひゅーまん
フェスタ、人権教育学校事業、CAPワーク事業、自
主活動支援、情報の発信など。

世界人権宣言八尾市実行委員会の実施事業との
効果的な連携を検討する必要がある。

ひゅーまんフェスタ参加
者数

1,000 人 944 736

72 市民と行政の
協働による研
究・検討

地域で暮らしている
人権課題の当事者
をはじめとした市民
の参画を推進すると
ともに、市民と行政
が協働で、人権教
育・啓発について研
究・検討する場とし
て、定期的に交流会
を開催し、より一層
の充実に努めます。

各種団体等と
の連携の推進

国や府などの支援に
かかる情報の提供な
ど活動しやすい環境
の整備に努めるとと
もに、ＮＰＯやＮＧＯ
等の民間団体、（一
財）八尾市人権協会
や各種団体等と連携
しながら取り組みの
推進に努めます。

70 学校、職場や
地域における
人材育成の推
進

地域における人権啓
発推進委員や行政
の人権主担者など、
学校、職場や地域に
おける人権啓発の中
心的役割を担う人材
の育成を行い、その
資質の向上に向けて
さらなる研修内容の
充実を図っていきま
す。

71 指導者の育成 （一財）八尾市人権
協会等と連携しなが
ら、研修会の実施
等、人権教育・啓発
の企画や実践を行う
人、指導するリー
ダー、ファシリテー
ター、活動経験や専
門的な知識を有する
人材など、人権教
育・啓発を担う指導
者の育成に努めま
す。
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人権政策課
【再掲】八尾市人権
啓発推進協議会との
連携

八尾市人権啓発推進協議会は、八尾市における
人権啓発の推進を図ることを目的とする団体であ
り、本協議会と連携しながら、人権尊重のまちづく
りを推進する。

・委員総会（１回）、役員会（２回）、特別部会（広報
部会２回、地区人権研修部会２回、活動スローガ
ン作成部会３回）
・人権啓発推進委員養成研修（５回）、第46回みん
なのしあわせを築く八尾市民集会、地区人権研修
（17地区）、各種団体等による人権啓発研修会助
成金交付事業等
・２年計画の２年めとして、対象となっている16地
区と昨年度から振替で実施を希望した１地区を合
わせた17地区福祉委員会にて実施され、延べ504
人の参加があった。

行政や他の団体との連携を密に、人権問題につ
いて啓発に努めるとともに、人権尊重の理念を市
民一人ひとりの心の中に育てるため、「差別のな
い明るいまちづくり」をめざす取り組みの強化に努
める必要がある。また、人権啓発推進協議会加盟
団体が自主的な活動をスムーズに行えるよう、ハ
ンドブックや講師リストの充実を図る必要がある。

地区人権研修開催回数 16 回 15 17

労働支援課
八尾市企業人権協
議会との連携

ハローワーク主催の公正採用の啓発を趣旨とした
就職差別撤廃月間（６月）及び法務局主催の人権
週間（12月）において事業所を含めた人権意識を
高めるため街頭啓発を実施。また、人権啓発に向
けたひゅーまんフェスタへの協賛を行う。

街頭啓発（ティッシュや啓発グッズの配布等）につ
いては６月は庁舎内窓口での配架とし、１２月は
近鉄河内山本駅にて実施した。
また企業人権協議会がひゅーまんフェスタに協賛
し、各イベントを通じ、人権啓発を行った。

街頭啓発を実施する自治体も減少してきており、
当市においても街頭啓発以外の手段も含め、効
果的な啓発方法を検討する必要がある。

啓発活動実施回数 3 回 2 2

人権教育課
各種団体と共催して
いる人権教育研修

教職員の人権意識の高揚と資質の向上を図るた
め、八尾市人権教育研究会及び八尾市在日外国
人教育研究会と共催して人権研修を実施する。

八尾市人権教育研究会と八尾市在日外国人教育
研究会で構成する八尾市人権教育研究連合協議
会で、それぞれ研究集会・学習会等を企画し、実
施した。人権教育課と各研究会が共催で実施する
研修講座もあり、事業の連携を図ることができた。

同和問題をはじめとした様々な人権課題に加え、
インターネットやSNSを使った人権侵害事象、いじ
め問題、子どもの貧困、虐待、ヤングケアラーな
ど、子どもたちを取り巻く現状は厳しい中、さまざ
まな人権課題への取組みの必要性が高まってい
る。
今後も人権教育・在日外国人教育の充実を目的と
する八尾市人権教育研究連合協議会への支援・
連携は重要である。

人権教育研修講座共催
回数

2 回 2 2

人権政策課
大阪人権行政推進
協議会等との連携

同和問題をはじめ、あらゆる人権問題の早期解決
をめざし、大阪府内の自治体が人権行政を効果
的に推進するため、自治体間の情報交換・相互協
力を基本とした連携・協力体制を確立することを目
的として設置された大阪人権行政推進協議会を
通じ、土地差別防止に向けた啓発ポスター等を作
成している。

第１回全体会および第２回全体会議に参加し、自
治体間の情報共有を図った。

協議会を通じた各自治体との更なる連携強化が
必要である。

大阪人権行政推進協議
会全体会議研修会参加
回数

2 回 2 2

人権政策課
大阪府、府人権協会
が実施する各種研修
等への参加促進

大阪府や大阪府人権協会が実施する各種養成講
座に参加することで、新たな人権課題等につい
て、情報収集を行う。

大阪府人権総合講座、ブロック別啓発交流・相談
会、インターネット上の人権侵害事象に対処する
ための研修、おおさか相談フォーラムに参加し、人
権に関する知識の向上と情報収集に努めた。

さまざまな研修会に参加し、人権意識の向上を図
る必要があるとともに、参加した職員だけでなく、
他の職員が知識やスキルを共有できるよう、
フィードバックの仕組みが重要である。

各種研修（府、府人権協
会）等への参加回数

4 回 2 4

75 八尾市人権施
策推進本部で
の庁内横断的
な施策の推進

計画を効率的かつ
効果的に展開するた
め、八尾市人権施策
推進本部において、
より一層の情報共有
を図るとともに、総合
行政として人権施策
の推進に取り組みま
す。

人権政策課
人権施策推進本部
の開催

八尾市人権尊重の社会づくり条例に基づき、人権
が尊重される社会の実現に向けた施策について、
本市における連絡調整を行い、本プランの総合的
かつ効果的な推進を図る。事務局は、人権政策課
と人権教育課において行う。本プランの進捗状況
について報告を行い、さらなる施策の推進を図る。

人権施策推進本部を２回開催し、プランの進捗状
況等について報告を行い、さらなる施策の推進を
図った。

人権施策について総合的な推進を図るため、全庁
的な体制を取っており、今後も各所属による更な
る連携が必要である。

会議開催回数 2 回 2 2

２　進行管理と評価の実施

政策推進課 総合計画の推進
総合計画の推進にあたり、市民の生活意識や八
尾市政に対する意見等を把握することを目的に
「八尾市民意識調査」を実施する。

・令和5年12月8日～12月25日に満18歳以上の八
尾市民3,000名を対象に実施。
・人権に関する調査項目（４項目）
1.社会的身分、人種、民族、年齢、性別、障がい
のあることなどによる差別がなくなったと思う市民
の割合
2.性別に関わらず男女が互いに認め合える社会
が実現していると思う市民の割合
3.第6次総合計画の将来都市像「しあわせ」につい
て、社会的身分・人種・民族・信条・性・年齢・障が
いの有無にかかわらずしあわせを八尾で実感でき
ていると思う市民の割合
4.お互いの人権を大切にし、自分らしく活動ができ
る「つながりを創り育て自分らしさを大切にしあうま
ち（第6次総合計画の目標５）」となっていると思う
市民の割合

令和6年度も、市民ニーズや満足度等の意識を把
握していくため、引き続き人権に関する調査項目
を設けたうえで八尾市民意識調査を実施する。

人権に関する調査項目
を含めた「八尾市民意識
調査」の実施回数

1 回 1 1

人権政策課
「人権についての市
民意識調査」の実施

定期的に市民の人権についての意識や態度、意
見等をアンケート調査し、人権施策を進めるうえで
の基礎資料を作成する。（前回はR元年度実施）

実施年度ではないため、実施なし。（前回は令和
元年度。）

「人権についての市民意
識調査」の実施回数

5年に1回実施 回 0 0

人権政策課

イベント及び講座・研
修会等での参加者に
対するアンケート調
査の実施

人権啓発セミナーにおいてアンケート調査を依頼
し、事業の効果測定を行う。

人権啓発セミナーを２回実施し、参加者にアン
ケート調査を行った。

参加者の満足度を高めることができるよう、アン
ケート結果から参加者ニーズの把握に努め、効果
的なセミナーとなるよう検討する必要がある。ま
た、多くの方に参加してもらえるよう開催手法等を
検討する必要がある。

アンケート実施率 100 ％ 100 100

人権教育課

イベント及び講座・研
修会等での参加者に
対するアンケート調
査の実施

人権教育研修講座におけるアンケートを実施し、
事業の効果測定を行う。

人権教育研修講座において、受講者を対象とした
アンケートを実施した。研修内容について肯定的
な評価をした受講者は95.8％であった。（第１回：
97.5％、第２回：90.4％、第３回：98.4％、第４回：
94.7％、第５回：100％、第６回：93.6％）

引き続き各学校のニーズや実態に沿った研修実
施ができるよう、アンケート結果からのニーズの把
握に努めるとともに、効果的な研修講座の実施を
検討する。

アンケート実施率 100 ％ 100 100

生涯学習課

イベント及び講座・研
修会等での参加者に
対するアンケート調
査の実施

各種事業においてアンケート調査を依頼し、事業
の効果測定を行う。

人権学習講座にてアンケート調査を行った。約9割
超の参加者がテーマについて興味深かったという
結果となった。

引き続きアンケートへの協力を呼びかけるともに、
参加者ニーズにあった講座内容の実施を検討す
る。

アンケート実施率 100 ％ 100 100

各種団体等と
の連携の推進

国や府などの支援に
かかる情報の提供な
ど活動しやすい環境
の整備に努めるとと
もに、ＮＰＯやＮＧＯ
等の民間団体、（一
財）八尾市人権協会
や各種団体等と連携
しながら取り組みの
推進に努めます。

77 各種事業にお
ける利用者アン
ケートの実施

各種事業において、
アンケート調査を実
施する等、積極的に
市民ニーズの把握に
努めます。

74 国・大阪府・他
の市町村との
連携の推進

大阪府や他の市町
村とは、大阪人権行
政推進協議会などを
通じて、関係機関と
の連携・協力体制を
強化していきます。

76 人権に関する
定期的な調査
の実施

行政施策全般に対
する調査等におい
て、人権に関する調
査項目について市民
意識の推移を把握し
ます。
また、定期的に「人
権についての市民意
識調査」等を実施
し、市民や人権課題
の当事者の意識の
把握に努めます。
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人権政策課 人権相談
身のまわりでのいじめやいやがらせ、近隣でのト
ラブルなどさまざまな人権問題について相談に応
じる。

面接相談（15件）　電話相談（29件）

悩みを抱えている市民が相談できるよう、相談の
案内周知を行うとともに、相談された方が適切な
相談機関につながることができるよう、広く相談機
関の情報収集に努める必要がある。

人権相談件数（人権政策
課受付分）

50 件 36 44

人権政策課 予約相談（面接）
男女共同参画センター「すみれ」において、女性の
取り巻く問題の解決援助、支援を図るため、相談
員による面接相談を行う。

男女共同参画センター「すみれ」における女性相
談（面接相談）の実施件数（53件）

R4.10から予約不要のふらっと相談が始まったこと
で、R5年度の予約相談件数は減少した。引き続き
広報や、啓発カードなどの配架等により相談窓口
の周知を図る必要がある。
また、DV等被害者への対応については、ドメス
ティック・バイオレンス対応連絡会等を通じて関係
各課・機関と連携するなど、より一層迅速かつ的
確な支援を行うため、被害者ニーズに沿った相談
支援体制の充実を図る。

面接による相談実施回
数（男女共同参画セン
ター「すみれ」女性相談）

250 回 240 53

人権政策課 外国人相談事業
外国人市民が日常生活の中で困っていることを相
談できるように、多言語対応できる相談窓口を設
置し、関係機関と協力しながら支援する。

市内３箇所に相談窓口を設置し、外国人市民から
の相談に対応した。具体的には、病院や窓口へ同
行し通訳支援、制度や申請方法の説明を行う等、
外国人市民の生活上での困りごと解消に努めた。

八尾市で生活する外国人市民は増加し、国籍も多
様化しているため、それらに対応できる体制づくり
が必要である。

相談件数 2,000 件 2,280 2,192

高齢介護課 高齢者虐待相談
養護者による高齢者虐待の防止及び高齢者虐待
を受けた高齢者の保護のため、高齢者や養護者
に対する相談対応から適切な支援を行う。

・地域包括支援センターの相談対応件数(基幹型・
地域型15箇所の計)52,129件。うち、権利擁護相談
件数は3,736件。
・高齢者虐待通報件数161件、うち虐待と判断した
件数101件。

様々な分野が絡み合い、複雑かつ複合的な支援
を必要とする事例において、迅速かつ円滑に対応
が進められるよう、包括的な相談支援体制の強化
及び充実を図る必要がある。

地域包括支援センター相
談件数

30,000 件 49,618 52,129

障がい福祉課
障がい者相談支援
事業

障がい者福祉に関する相談業務を行う。 障がい者福祉に関する相談業務を行った。

窓口や電話、FAX、電子メールなどによる障がい
に関する様々な相談に対応するため、専門的知
識を有する職員をどう確保するのかが課題であ
る。

窓口等相談件数 11,941 件 9,082 9,143

こども・いじめ何でも
相談課

【再掲】児童虐待防
止対策事業

児童虐待や虐待発生の恐れがある家庭への支援
をおこなう。児童虐待の発生予防・早期発見・関係
機関職員の資質向上を図るために広報・啓発、研
修等を実施する。

児童虐待通告に対し、子どもに関わる各機関が連
携し、虐待の発生予防、早期発見及び子どもと通
告対象家庭への援助方策を検討し対応を行った。

ケースが複雑化している現状の中で、虐待通告後
の調査と対応、虐待家庭への定期的な調査及び
支援、関係職員や市民への啓発などの体制の充
実を図る必要がある。

児童虐待通告件数 100 件 166 398

79 進捗状況の把
握

本計画の推進にあ
たっては、その進捗
状況を毎年把握し、
八尾市人権尊重の
社会づくり審議会に
諮ります。また、取り
組み事業の点検を
行い、必要に応じて
取り組み内容の見直
しを行います。

人権政策課
第２次八尾市人権教
育・啓発プラン（改定
版）の進行管理

「第２次八尾市人権教育・啓発プラン（改定版）」の
行政の取り組みについて、その進捗状況を把握す
る。

第２次八尾市人権教育・啓発プラン（改定版）の取
り組みについて、関係各課に照会を行い、その進
捗状況を把握した。

調査により把握した課題を「第２次八尾市人権教
育・啓発プラン（改定版）」に掲げる取り組みに反
映させ、本市の人権施策の推進に努める必要が
ある。

進捗状況に関する調査
の実施回数

1 回 1 1

80 人権に関する
取り組みの評
価のしくみづく
りの検討

人権に関する取り組
みの成果を把握し、
客観的に市民にわ
かりやすい形で評価
するしくみづくりを検
討します。

人権政策課
評価のしくみづくりの
検討

取り組み実績の把握を行うとともに、どのような成
果があったのか、また、どのような課題があるの
かを分析し、評価するしくみづくりを検討する。

第２次八尾市人権教育・啓発プラン（改定版）の取
り組みについて、関係各課に照会を行い、その進
捗状況を把握した。

調査により把握した課題を「第２次八尾市人権教
育・啓発プラン（改定版）」に掲げる取り組みに反
映させ、本市の人権施策の推進に努める必要が
ある。

取り組み状況の点検回
数

1 回 1 1

78 人権相談事例
の分析を通じた
実態把握

人権相談をはじめと
する各種相談事例
から明らかになった
人権課題の背景や
要因等を分析・整理
し、その結果を人権
教育・啓発に活かし
ていきます。
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